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決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和３年９月３日（金） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    森田 忠彦    副委員長   本 博之 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                西田いく子           藤井千代美 

                本  馨           山田  強 

        監査委員    中村 直幸    議  長   村井 浩二 

４ 欠席委員                

                        会 計 管 理 者        ５ 説 明 員  町    長  田中 祐二           奥埜 哲生 
                        兼 会 計 課 長        

        副 町 長  藤原  幹   地域整備課長  堀内 孝茂 

        教 育 長  勝良 憲治   観光産業課長  西本 武史 

        政策総務部長  小角 孝彦   環境農林課長  木下 明紀 
 
                        教育総務課長         まちづくり推進部長  村上 正規           正野  正 
                        兼学校給食Ｃ所長 

        健康福祉部長  子安 逸二   学務指導担当課長  矢野 敦則 

        教 育 次 長  池田 貴則   生涯学習課長  鳥取 勝憲 

        秘書政策課長  東條 信也 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書    記  植木 友也 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和２年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○森田委員長 皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続きまして、決算常任委員会を再開させていただきましたところ、皆様方

には、大変お疲れのところ、ご出席をいただき、ありがとうございます。 

 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を再開いたします。 

 初めに、本日、午後１時３０分に大震災の発生を想定した大阪８８０万人訓練が実施

されます。放送直前に会議を暫時休憩させていただきますので、訓練放送が流れました

ら、各自で実際に震災が発生したと想定していただき、安全な行動が取れるか、確認を

していただきますようお願いいたします。 

 それでは、会議に入ります。 

○子安健康福祉部長 おはようございます。 

 私のほうから、昨日の決算常任委員会におきまして、ワクチンの接種状況についての

ご質問に対してのご答弁について、若干、報告のほうをさせていただきます。 

 お手元のほうにチラシのほうを足していただいておりますが、昨日、決算委員会の中

におきまして 本博之議員のほうからワクチンの接種状況についてのご質問をいただき

ました。その際、私ども健康福祉部のいきいき健康課長のほうから、増加する接種希望

者に対応するため、現在、富田林医師会と追加日程について調整中である旨、ご答弁さ

せていただきました。その後、昨日、委員会終了後、引き続き富田林医師会のほうと協

議を行わせていただいた結果、お手元の資料にも、チラシにもありますように９月１４

日火曜日、午後６時から。火曜日で平日でございますので、午後６時から万葉ホールに

て追加でワクチン接種のほうをさせていただくということで協議のほうがまとまりまし

たので、昨日の答弁補足という形でご報告させていただきます。 

 なお、住民の皆様への周知に関しましては、本日、ホームページのほうにアップする

ことに加えまして、本日の夜８時の定時放送、こちらにおきましてもご案内のほうはさ

せていただく予定をいたしております。また、この１４日分の予約の受付に関しまして

は、明日土曜日の午前９時からインターネットのほうで、ウェブ予約のほうで受付をさ

せていただくことで予定をいたしております。 

 引き続き、町におきましては、接種のほうを希望される方の接種機会の確保、これに
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全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力のほうを

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○森田委員長 ちょっと聞いてもよろしい。 

 これ、一番初めの１８、１９日で１日からは予約受けてくださいとな。それが、１４

日が増えたということが、１８、１９日で予約された方も１４日に変更することができ

るわけ。 

○子安健康福祉部長 予約の変更についてでございますけれども、１８、１９日、ほぼ１

８日につきましては全て予約のほうが終わっております。満ぱんになっております。１

９日に関しましては、若干まだ空きのほうがございます。それで、この１８、１９日で

予約されている方が１４日を希望されるということでございますが、希望された場合に

は、一旦１８、１９日のほうをキャンセルいただくことで１４日のほうに予約のほうを

変更することが可能となります。一応、ウェブ上で、ネットのほうで手続きのほうはで

きるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長 はい。それでは、会議に入ります。 

 まず、まちづくり推進部関係について説明を求めます。 

○村上まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、まちづくり推進部所管の歳出について。 

○西田委員 ちょっと聞いてもいい。子安部長、２回目でみんな見込めるの。１回目の人。

保健センターで。 

○子安健康福祉部長 当然、今、９月の分の予約希望者がかなり増加しているということ

で、１０月については当初のまだ日程のほうは変更しておりませんが、当然、現在、予

約のほうが８００名を超えて９００名弱入っている状況です。そのうち２回目、８月に

１回目を迎えることが２００名程度いらっしゃいますので、約７００名程度は１０月で

接種しなければならないという状況になります。したがいまして、この１０月の日程、

まだ変更しておりません。変更というか追加はしておりませんが、当然、枠的に入り切

らない場合、例えば１時間当たりの接種人数を広げるとか、時間を延長するとかという

形で入り切らない場合については、追加の日程ということも当然、医師会のほうと協議

していくこととなります。 

○村上まちづくり推進部長 おはようございます。 
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 それでは、私のほうから、まちづくり推進部所管の歳出について、事業別区分の決算

額の大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、職員人件費につきましては、各費目に共通することから、説明のほうは省略さ

せていただきたいと思います。 

 また、不用額につきましても、別途、不用額調書を配布させていただきますので、説

明のほうは省略させていただきます。 

 決算書、５６、５７頁をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費。５７頁の一番下、公有用地管理事業

の１８万７千９２１円は、道路・河川・公園用地以外の所有地維持管理に必要な消耗品

費及び、次頁お願いいたします。５８、５９頁をお願いいたします。消耗品費及び修繕

費並びに原材料費でございます。 

 続きまして、少し飛ぶんですけれども、６８、６９頁をお願いいたします。 

 １３目公害対策費、支出済額１１２万８千２４２円。 

 公害対策事業１１２万８千２４２円は、梅川、太井川、飛鳥川の水質分析のための業

務委託料１６万２千９１０円や、本町を含む南河内３市２町１村の公害規制分野におけ

る共同処理事業負担金８９万４千円などでございます。 

 続きまして、１０６、１０７頁をお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の狂犬病予防事業５９万８千３６

５円のうち、１１節役務費５万２千４１６円は狂犬病予防注射通知書の郵送料で、飼犬

登録数は８７３頭、予防接種頭数は３１０頭でございます。 

 １２節委託料４９万５千円は、飼犬登録システムをウィンドウズ１０対応へ更新した

費用でございます。 

 続きまして、１１４頁、１１５頁をお願いいたします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費、ごみ事業１億７千１９８万２千８０６円のう

ち、１１節役務費４７万５千６１２円は、家庭系無料ごみシール５千３９４通分の配送

料等でございます。 

 １２節委託料７千４３６万７千２６２円は、家庭系ごみ（人口の１２か月分）及び家

庭系臨時ごみ（４１トン分）、事業系ごみ（６万１千２００袋分）の収集委託料や犬猫

死体焼却委託料などでございます。 

 １１６、１１７頁をお願いします。 
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 １８節負担金補助及び交付金９千６５４万４千９６２円は、南河内環境事業組合への

負担金で、内訳といたしまして、施設費負担金が３千６５万円、管理費負担金が６千２

２６万円、共通事務費負担金が３１６万円などでございます。 

 クリーンキャンペーン事業３万６千３００円のうち、１０節需用費３万６千３００円

は、ボウフラ駆除剤等の消耗品でございます。 

 し尿事業２６３万６千６４９円のうち、１２節委託料２３３万７千８７９円は、し尿

くみ取り及び臨時くみ取り委託料などでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金２６万１千３７０円は、し尿整理券利用助成金で２８件

分の助成を行いました。 

 ２目循環型社会推進費、支出済額３千３６８万９千７２９円。 

 循環型社会推進事業３千３６８万９千７２９円のうち、１２節委託料３千２７４万７

千７８５円は瓶・缶収集処理業務で１千４００万５千６４０円、金属類収集処理業務で

２２９万６千８００円、ペットボトルとプラスチック製容器の包装廃棄物収集業務で１

千６２８万１千５４６円などでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金８１万２千６４０円は、自治会等が自主回収されている

古紙等回収に対する３２団体への補助金でございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、支出済額２５５万４千１５７円。 

 農業委員会運営事業２３９万２千３２０円は、農業委員会委員及び農地利用最適化推

進委員、計１７名分の報酬、農地パトロールや視察研修等の農業委員会運営経費並びに

大阪府農業会議負担金等でございます。 

 次の頁、１１８、１１９頁をお願いします。 

 農業者年金事務事業１６万１千８３７円は、農業委員、推進委員並びに事務局に配布

する全国農業新聞の代金などでございます。 

 ２目農業総務費、支出済額３千４３９万４千１５円。 

 一般農政対策事業７０７万１千７２円のうち、１節報酬５２万７千円は、経営所得安

定対策の会計年度任用職員報酬でございます。 

 ７節報償費１２万８千５００円は、２６地区の実行組合長への報償費でございます。 

 １２節委託料１９８万５千９００円のうち、電算機器・プログラム保守等委託料２２

万円は、農地台帳システムのプログラム保守委託料。有害鳥獣駆除処分委託料５７万２

千円は、イノシシ４４頭分の処分費用及び有害鳥獣捕獲委託料１１９万３千９００円は
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ブドウ、水稲、果樹などの農作物の鳥獣被害防止のために太子町有害鳥獣対策協議会捕

獲隊に委託し、イノシシ７４頭、カラス１１羽の駆除を行った費用でございます。 

 １３節使用料及び賃借料１０万１千６４０円は、経営所得安定対策事業に伴うシステ

ムプログラム使用料です。 

 次の頁、１２０、１２１頁をお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金４１０万２千９２５円のうち、主なものとして大阪府農

業共済組合負担金７８万８千円のほか、農業振興補助金２２万９千９２０円はブドウハ

ウスの廃棄ビニール処分に対する助成金、農作物被害防止資材購入補助金２２１万４千

円はワイヤーメッシュ及び電気柵の材料費の５０件分の補助金でございます。 

 農業次世代人材投資事業１４１万６千５６１円は、認定新規就農者に対する経営開始

型の交付金でございます。 

 ３目耕地事業費、支出済額１千２２８万４千９２９円。 

 耕地関連事務事業１千１５１万４千９２９円。 

 １０節需用費１６４万３千３５７円のうち、修繕費１６３万９千円は、農道、水路等

の補修に伴う修繕費用でございます。 

 １２節委託料２５３万円は、大溝水路改修工事に伴う測量設計業務委託料でございま

す。 

 １４節工事請負費３２９万７千８００円は、葉室地区における農道改修事業費でござ

います。 

 １５節原材料費３７０万３千１８３円は、同じく農道、水路の補修に伴う原材料費で

ございます。 

 １８節負担金補助及び交付金３４万５８９円のうち、ため池防災テレメーター負担金

１２万２千円は、雨量や水位等の確認のため、北今池、東谷池に設置されている防災テ

レメーターの維持管理負担金でございます。 

 農業基盤整備促進事業７７万円は、梅川井堰改修事業への補助金でございます。 

 ２項林業費、１目林業振興費、支出済額５８９万５７４円。 

 林業振興事業３４万３千円。 

 １８節負担金補助及び交付金３４万３千円は、二上山美化促進協議会負担金等でござ

います。 

 万葉の森等維持管理委託事業３９７万９千５７４円は、二上山万葉の森の各種施設の
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維持管理に要する費用でございます。 

 １１節役務費３万４千７３１円は、トイレ浄化槽警報用通信料でございます。 

 １２節委託料３１２万２千１００円、次頁、１２２、１２３頁をお願いします。 

 これは、山田自然観光組合及び太子町自然を守る会等に委託している二上山万葉の森

の各種施設の維持管理委託料でございます。 

 基金積立事務事業１５６万８千円は、森林環境譲与税基金へ積立てを行ったものでご

ざいます。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工業振興費、支出済額４千３５１万３千９０１円。 

 商工業振興管理事業７４万７０円。 

 １８節負担金補助及び交付金７３万６千４５０円は、商工会太子町支部並びに富田林

商工会への助成金などでございます。 

 地域就労支援事業６万８千９９７円のうち、１１節役務費４万８千９９７円は、就労

支援センターのネット回線の費用でございます。 

 休業要請支援金、府・市町村共同支援金事業３５０万円は、新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、

指定期間中、施設休業に協力した事業者に対する支援金でございます。町内の１３事業

者に対し、給付いたしました。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業６６７万８千円。 

 １２節委託料１０７万８千円は、事業者相談窓口設置に伴う委託料です。 

 １８節負担金補助及び交付金５６０万円のうち事業者支援激励金２８０万円は、中小

企業信用保険法の保証法を制度上の認定を受けて、大阪府制度融資を利用された町内の

事業者に対して、一律１０万円の激励金を支給するもので、２８事業者に給付いたしま

した。 

 太子町版持続化給付金２８０万円は、事業収入が前年度同月比で１５％以上５０％未

満減少した事業者に対して給付するもので、１９の事業者に給付いたしました。 

 次頁、１２４、１２５頁をお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金から３目担当推進費、新型コロナウイルス感染症対策事

業へオリジナルマスク作成費の支出増額に伴う不足分を補うため、３０４万１千円の目

外流用を行っております。 

 ２目消費生活対策費、支出済額１８万５千円。 
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 消費生活対策事業１８万５千円。 

 １８節負担金補助及び交付金１８万５千円は、富田林市、河南町、千早赤阪村及び本

町が合同で行っている消費者相談事業への負担金でございます。令和２年度の相談件数

は全体で８０２件。うち、本町住民からの相談は５９件でございました。 

 ３目観光推進費、支出済額４千６３１万２千１８２円。 

 観光推進事業１千６１６万９千４７９円のうち、１２節委託料７２８万８千９００円

は、マスコットキャラクターたいしくんを活用したＰＲ事業委託料等でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金８６０万９千８８０円は、太子町観光・まちづくり協会

への助成金８５６万４千８８０円ほかでございます。 

 道の駅運営事業３５４万８千２１９円のうち、１２節委託料２４９万８千１２２円は、

道の駅の清掃管理並びに機械警備などの委託に要した費用等でございます。 

 次頁の１２６、１２７頁をお願いいたします。 

 まちづくり観光交流センター等維持管理事業３５万４千１９３円のうち、１０節需用

費２０万６８円は、観光交流センターの電気料、ガス燃料費等でございます。 

 聖徳太子没後１４００年事業２６０万１千４６２円のうち、１０節需用費の消耗品費

２９万６千４２５円は、事業ＰＲのためののぼり、公用車に掲出中のマグネットシート

等の購入に要した費用でございます。 

 １２節委託料２２５万３７円は、たいし郷土カルタ作成並びにトリックアート作成に

伴う委託料等でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業２千３６３万８千８２９円のうち、１２節委託料

２千２２７万円は、観光案内板整備並びにオリジナルマスク作成に伴う委託料でござい

ます。 

 なお、先ほどご説明申し上げましたとおり、１目商工振興費の新型コロナウイルス感

染症対策事業、１８節負担金補助及び交付金から３０４万１千円の流用を行っておりま

す。 

 １３節使用料及び賃借料１９万４千７００円は、太子・和みの広場に設置した仮設ト

イレの賃借料でございます。 

 １４節工事請負費４８万４千円は、仮設トイレの給排水設備に係る工事請負費でござ

います。 

 １７節備品購入費６５万２千１７９円は、道の駅や竹内街道交流館などに設置してい
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るサーマルカメラ、消毒ポンプスタンド及び空気清浄機の購入費用でございます。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額８千６３万５千２７１

円。 

 次の頁、１２８、１２９頁をお願いします。 

 道路橋梁管理事業２２１万４千１８３円、１０節需用費１７万５千６２１円のうち消

耗品費１５万５千９４２円は、道路維持管理事業に必要なクッションドラム、ポールコ

ーン及び凍結防止剤等の消耗品費でございます。 

 １２節委託料２２万円は、法定外公共物管理システム保守委託料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料１７０万８千３００円は、積算システム機器及びプログラム

の賃借料でございます。 

 町道維持管理事業３千３２８万４千８６４円は、町道敷の維持管理に要した経費で、

１０節需用費４５６万８千５０２円のうち電気料１２７万３千８９９円は、町道道路照

明灯１７４基、トンネル照明灯４１基分の電気代でございます。また、修繕費３２８万

３８７円は、道路施設の修繕費で、道路構造物等１７か所の修繕費用でございます。 

 １２節委託料１千９９７万５千８５３円は、道路側溝清掃、町道敷の除草、植樹帯維

持管理及び高木剪定を実施したものでございます。 

 １３節使用料及び賃借料２０３万８３２円は、ＬＥＤ灯具に交換した道路照明灯及び

トンネル照明灯リース代でございます。 

 １４節工事請負費５５３万９千２７０円のうち歩道補修工事請負費１９８万６千６０

０円は、昨年度に引き続き、町道喜志太子線の歩道の切下げ部の縁石及び舗装の修繕工

事を行った費用でございます。 

 次の頁、１３０、１３１頁をお願いいたします。 

 町道修繕工事請負費３５５万２千６７０円は、町道敷の舗装等３か所の補修工事でご

ざいます。 

 １５節原材料費１１７万４０７円は、町道の補修に伴うモルタルやレミファルト等の

原材料費でございます。 

 アドプト活動事業１４万３千３０３円は、現在活動していただいている３団体に対す

るごみ袋等の消耗品費、ボランティア保険代及び肥料や花の苗等の費用でございます。 

 町道老朽化対策事業２千１６４万８５０円は、舗装の修繕工事と橋梁の保全工事を行

った費用でございます。 
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 １２節委託料２００万６千９５０円のうち橋梁改修測量設計業務委託料１５０万７千

円は、平成３１年度に策定した橋梁の長寿命化修繕計画に基づき実施した小田原１号橋

の改修工事に伴う測量設計業務委託でございます。 

 道路空洞化調査委託料４９万９千９５０円は、町道の既存のバス路線の舗装路面下の

空洞調査を実施したものでございます。 

 １４節工事請負費１千９６３万３千９００円のうち町道老朽化対策工事請負費１千３

０５万１千５００円は、大道線の舗装修繕工事を実施したものでございます。 

 橋梁保全工事請負費６５８万２千４００円は、小田原１号橋の改修工事を実施したも

のでございます。 

 交通安全施設整備事業２９１万８千４０７円は、交通安全施設の整備工事請負費で道

路反射鏡３か所及び道路区画線を整備しております。 

 ２項河川費、１目河川等改修事業費、支出済額２千９７９万４千３４８円。 

 河川管理事業５万２千３９円は、河川維持管理に伴う消耗品費及び大阪府河川協会ほ

かの負担金でございます。 

 普通河川維持管理事業１千３１万１千４９０円は、本町の管理する普通河川の維持管

理に要する費用でございます。 

 １０節需用費１１４万８千５１０円は、次頁、１３２、１３３頁をお願いします。河

川構造物等１１か所の修繕費用でございます。 

 １２節委託料８２万３千９００円は、唐川ホタル保護区域の草刈業務及び唐川ホタル

観賞会の警備委託料、また、河川改修工事に伴う落差工測量業務委託でございます。 

 １４節工事請負費７９３万１千円は、太井川、唐川、浦ン川の落差工や河床の補修等

の改修工事を実施したものでございます。 

 １５節原材料費４０万８千８０円は、河川構造物等の補修７か所に伴う原材料費でご

ざいます。 

 土砂災害対策事業３５万５千５４７円は、土石流監視システムに伴う電話料及び雨量

計、土石流監視システムの保守点検業務委託料でございます。 

 ３項都市計画費、１目都市計画費、支出済額３千６６０万１千７９８円。 

 都市計画管理事業３３６万７千５４４円のうち、１節報酬７万７千円は、都市計画審

議会委員報酬でございます。昨年度は都市計画審議会を２回開催いたしました。 

 １０節需用費８万９０３円のうち、印刷製本費４万４千５５０円は、都市計画図の印
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刷費用等でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金３１８万９千４２１円は、各協議会の負担金ほか、南河

内広域行政共同処理事業負担金でございます。 

 次頁、１３４、１３５頁をお願いします。 

 空家等対策推進事業７万５千７８６円のうち、１節報酬３万５千円は、空家等対策協

議会委員報酬でございます。昨年度は空家等対策協議会を２回開催する予定でしたが、

コロナウイルス感染症感染拡大の状況を鑑み、１回のみの開催となりました。 

 １０節需用費１万５千５９６円のうち、消耗品費１万５千円は、空家関連書籍等の購

入費でございます。 

 １１節役務費１万６千９７０円は、空き家の所有者への通知書の郵送料でございます。 

 ２目都市公園費、支出済額１千８５０万２千５２６円。 

 都市公園維持管理事業１千８５０万２千５２６円のうち、１０節需用費１７６万６千

９９０円のうち電気料５２万３千８７２円は、公園照明灯６３基分の電気代でございま

す。また、修繕費８９万８千８４６円は、公園施設のフェンス、トイレ、照明灯及び遊

具等１３件分の修繕費でございます。 

 １２節委託料１千９１万３千６円は、公園の清掃、除草及び高木剪定等に要する維持

管理費用でございます。 

 １３節使用料及び賃借料６６万４千８４８円は、ＬＥＤ灯具に交換した公園照明灯６

２灯分のリース代でございます。 

 １４節工事請負費４９７万８千６００円は、中山第１公園の遊具更新工事を実施した

ものでございます。 

 １５節原材料費１３万７千５０２円は、公園の補充用真砂土、及び修繕用木材等６件

分の材料費でございます。 

 １７節備品購入費４万１千５８０円は、バール等の備品購入費でございます。 

 ３目下水道費、支出済額１億５千８３５万４千１７７円。 

 下水道事業会計繰出金事業１億５千８３５万４千１７７円は、下水道事業会計への繰

出金でございます。 

 ４目まちづくり推進費、支出済額１４７万３千２０８円。 

 景観まちづくり推進事業２４万６千２０８円は、花のあるまちづくりの会のボランテ

ィア活動に対する費用で、庁舎周辺やポケットパーク等の花づくり等、住民協働のまち
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づくり活動を積極的にしていただいております。 

 次の頁、１３６、１３７頁をお願いします。 

 安心安全まちづくり推進事業１２２万７千円は、１８節負担金補助交付金で、耐震補

助の補助金としまして、ブロック塀等撤去促進補助金７件分１０２万７千円、木造住宅

除却補助金１件分２０万円でございます。 

 次の頁、１３８、１３９頁をお願いします。 

 ８款消防費、１項消防費、４目水防費、支出済額３万５千６７０円。 

 水防事業３万５千６７０円は、水防資材の足場板や杭等の購入費用でございます。 

 少し飛びまして、１７８、１７９頁をお願いします。 

 １０款災害復旧費につきましては、災害がございませんでしたので支出はしておりま

せん。 

 以上で歳出についての説明を終わります。 

 引き続き、まちづくり推進部所管の歳入についてご説明申し上げます。 

 戻っていただきまして、２０頁、２１頁をお願いいたします。 

 ２款地方譲与税、３項森林環境譲与税、１目森林環境譲与税、収入済額１５６万８千

円。森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費に充当する譲与税でございます。 

 次の頁、２４、２５頁をお願いいたします。 

 １２款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目交通安全対策特

別交付金、１節交通安全対策特別交付金、収入済額２１４万５千円は、交通安全施設の

設置に対する交付金でございます。昨年度と比べ、１０万６千円、５.２％の増となり

ました。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目土木費負担金、１節都市計画費負担金、

収入済額６２４万６千３８円は、南河内広域行政共同処理職員の人件費負担金でござい

ます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、収入済額１千７３２円。 

 次頁、２６、２７頁をお願いします。 

 これは、ごみ集積所に設置されている電柱等の占用料でございます。 

 ４目商工使用料、収入済額１４７万４千１００円。 

 １節道の駅施設使用料１４４万円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の使用料でございま

す。 
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 ２節まちづくり観光交流センター等使用料３万４千１００円は、まちづくり観光交流

センターの使用料でございます。 

 ５目土木使用料、収入済額９５５万７千６４１円。 

 １節道路等占用料９４９万４千７１０円、及び２節都市公園使用料６万２千９３１円

は、１６事業者分の電柱等の道路及び公園占用料でございます。 

 ３目衛生手数料、収入済額１千９０７万１千４８０円。 

 １節し尿くみ取手数料、収入済額２２１万１千２９０円。し尿くみ取券一般２千９２

１枚及び無臭トイレ用券３４０枚、臨時くみ取券の販売手数料でございます。 

 ２節犬猫死体処理手数料、収入済額６万円は、２４体分の処理手数料でございます。 

 次の頁、２８、２９頁をお願いします。 

 ３節廃棄物処理手数料、収入済額１千６３４万４千６５０円は、家庭系廃棄物及び事

業系廃棄物の処理手数料でございます。 

 ４節飼犬登録手数料、収入済額３７万２千６４０円のうち、犬の登録手数料１９万２

千円は、６４頭分の手数料。狂犬病予防注射済票交付手数料１７万７千１００円は、３

２２頭分の手数料。鑑札再交付手数料３千２００円は、２頭分の手数料でございます。 

 ５節特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料、収入済額７万２千９００円は、テレビ、

冷蔵庫、エアコン、洗濯機の家電４品目の収集運搬手数料で、２７台分の収集手数料費

でございます。 

 ４目土木手数料、収入済額３９万６千３０円。 

 １節土木管理手数料８万９千８５０円は、明示手数料１８件、屋外広告物手数料１４

件分でございます。 

 ２節都市計画手数料３０万６千１８０円は、開発許可に関連する手数料並びに宅地造

成規制法ほか手数料でございます。 

 次頁、３０頁、３１頁をお願いします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、収入済額４９２万円。 

 １節道路橋梁費補助金４３０万７千円は、橋梁保全工事等の町道老朽化対策事業に対

する道路メンテナンス事業補助金でございます。 

 ２節まちづくり推進費補助金６１万３千円は、耐震関連の補助金でございます。 

 次の頁、３２頁、３３頁をお願いします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節総務管理費補助金２千３
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７１万３千円のうち、公害防止事務事業補助金が１２万２千円、環境規制関係の移譲事

務交付金が８３万９千円でございます。 

 次の頁、３４、３５頁をお願いします。 

 ３目衛生費府補助金、２節清掃費補助金９万１千３００円は、所有者不明犬死体処理

補助金５万７千３００円、及び事務所法に基づく獣医師の届出受理３件分と固定経費と

しての移譲事務交付金で３万４千円でございます。 

 ４目水産事業費府補助金、収入済額４２８万２千６９５円。 

 １節農業費補助金４１２万６９５円。主なものとして、農業委員会交付金及び農業委

員会費補助金、農業次世代人材投資事業補助金等でございます。 

 ２節林業費補助金は、鳥獣の捕獲許可等の移譲事務交付金１６万２千円でございます。 

 ５目商工費府補助金、収入済額２１万７千円。 

 次の頁、３６、３７頁をお願いいたします。 

 １節商工費補助金２１万７千円は、電気・ガスの販売許可の移譲事務交付金でござい

ます。 

 ６目土木費府補助金、収入済額１８９万７千１５５円。 

 １節道路橋梁費補助金５９万８千円は、違法屋外広告物除去交付金及び移譲事務交付

金でございます。 

 ２節都市計画費補助金１０８万６千１５５円は、開発許可事務交付金や建築基準法事

務交付金並びに移譲事務交付金などでございます。 

 ３節まちづくり推進費補助金２１万３千円は、耐震補助に伴う補助金でございます。 

 ３項府委託金、３目農林水産費府委託金、収入済額３６７万８４０円。 

 １節林業費委託金３６７万８４０円は、二上山・万葉の森維持管理運営等の委託金な

どでございます。 

 ４目商工費府委託金、収入済額２４４万９００円。 

 １節商工費委託金２４４万９００円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の管理に係る委託

金でございます。 

 ５目土木費府委託金、収入済額１４万８千１００円。 

 次の頁、３８、３９頁をお願いします。 

 １節都市計画費委託金１４万８千１００円は、都市計画基礎調査委託金及び福祉のま

ちづくり条例委託事務交付金でございます。 
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 次の頁、４０頁、４１頁をお願いします。 

 ２１款諸収入、３項雑入、１目雑入、２節雑入のうち上から３段目、地図売却代で１

万８千１００円。４段目、農業者年金事務託料として７万１千１００円。６段目、アル

ミ・鉄などの資源ごみが売却代として２５６万４千４９９円。続きまして、下から１０

段目、建築物調査報告事務費として１５万１千６５０円。その１段下、観光交流センタ

ー自動販売機電気代として５千６０４円。 

 次の頁、４２、４３頁をお願いします。 

 上から１２段目です。電気代、道の駅ですけれども、道の駅の自動販売機電気代とし

て１８万５５６円。続きまして、下から５段目、竹内街道交流館自動販売機、電気代と

して２万８千８４３円。 

 ２２款町債、１項町債、１目土木債、収入済額２千５１０万円。 

 １節道路橋梁債１千６７０万円は、舗装の修繕工事や橋梁の保全工事の町道老朽化対

策事業に充当したものでございます。 

 ２節河川債８４０万円は、太井川等の河川改修事業に充当したものでございます。 

 続きまして、４４、４５頁をお願いいたします。 

 ４目農林業債３２０万円は、葉室地区の農道改修事業に充当したものでございます。 

 以上で、まちづくり推進部所管の歳入・歳出の説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○森田委員長 ただいま、まちづくり推進部関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお伝えいたします。 

午前１０時２２分 休 憩 

                                        

午前１０時４０分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○藤井委員 すみません。１２１頁の下の万葉の森の維持管理というところがあるんです

けれども、私も時々近いので、釣堀の辺り行ったところのちょっと山に登ったりしたん

ですけれども、管理の問題で、特に西村さんが関係している釣堀とか駐車場とか、あの

へん辺りはかなりもうきれいになっているなと思うて、私。それからトイレも何度か使
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わせてもらったときには、最初の頃はきれいだったんだけど、途中でちょっとあんまり

きれいではなくなったなという感じもしたこともあるんです。それから、ちょっと上に

登っていったら、左側にちょっと入ったら鹿谷寺に登るところの階段があるんですけれ

ども、あの階段がちょっと何かがたがたして上りづらいなという感じもしているんです

けれども、さっき話を聞いてたら、かなり自然を守る会の人、頼んだりいろんなことを

して、きれいに保全しているとおっしゃったんですけれど、もう少し。ちょっと分かり

にくいなという感じしたので、詳しく説明してくれたらありがたいなと思うてるんです

れども。 

○木下環境農林課長 すみません。二上山の管理についてのご質問でございますが、二上

山の管理につきましては、自然を守る会及び山田観光自然組合のほうに昨年度まではお

願いしておりました。今年度からは、太子町自然を守る会のほうに委託をしておるとこ

ろでございますが、草刈りにつきましては毎月、沿道及び駐車場等々について草刈りを

行っておるところでございます。すみません、沿道につきましては年２回の草刈りを行

っておるところでございます。 

 委員ご指摘のとおり、行き届いていないところがあるということなんですけれども、

今後、またその点については、おっしゃられた西村さん等々とも話をした上で、適正な

維持管理に努めてまいりたいと思います。 

 あと、また、階段等の上りづらいところがあるということなんですが、毎年、大阪府

のほうで少しずつですが手を入れていただいておりまして、今年度につきましても登り

口の辺り、大分傷んでおるところを修繕していただいたところでございます。 

 今後につきましても、同様に行き届いていないところがあるという部分については、

大阪府のほうに要請して、修繕のほうをお願いしていきたいと思います。 

 以上です。 

○藤井委員 はい、どうもありがとうございます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）委員 すみません。おはようございます。 

 １２５頁のたいしくんＰＲ委託７１２万５千円という具合でかかっているんですけど、

今回、和みの広場にたいしくん像というんですか。それが何個かぽんぽんとあるんです

けれども、あれがやっぱり大分お金かかっているんでしょうか。 

○西本観光産業課長 たいしくんＰＲ委託。たいしくん像のご質問。 
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○ 本（博）委員 どちらでも。たいしくん関係でお願いします。 

○西本観光産業課長 たいしくんの像につきましては、観光案内板整備事業委託料、ちょ

うど１２７頁になります。こちらの観光案内板整備事業の委託料の中で案内板の整備と

合わせまして像を。像としましては３基ございまして、この３基を整備しております。

合わせまして、ここに記載しておりますとおり１千６１７万円の委託の中で案内板と像

３基を整備しております。 

○ 本（博）委員 たいしくんの１体の像としては、お幾らぐらいなんでしょうか。 

○西本観光産業課長 今、手元に詳しい資料はございませんが、業者の見積りの中ではた

しか１００万円前後だったかというふうに記憶しております。 

○ 本（博）委員 あと、すみません。たいしくんがいろいろなところで出てこれると思

うのだけど。僕もちょっとわくわく農園とかいろんな部分でのキャラクターという形、

縫いぐるみ、ゆるキャラですか。していただいてて、今、そういう形、ちょっとコロナ

禍もあるんですけど、ほか、どこら辺に今、来て。いろんな部分でたいしくんが来られ

ているんでしょうかね。わくわく農園以外で。 

○西本観光産業課長 たいしくんの。 

○ 本（博）委員 ゆるキャラというかね。 

○西本観光産業課長 ゆるキャラの町内での活動場所のご質問でございますね。しばらく

お待ちください。 

 令和２年度につきましては、コロナの状況がございましたので、例年より出動回数と

いいますか、その回数は少のうございましたが、その中でも令和２年度のたいしくんの

活動につきましては、わくわく農園以外には、例えばですけれども道の駅のブドウ祭り。

道の駅自身は去年、コロナの関係でブドウ祭りということでは対外的なＰＲはされてい

なかったのですが、その８月の時期にはブドウの販売ということで道の駅、制限されて

おりましたが、そういった場面。それから菊花展、成人式、そういったところにたいし

くんのほうを現場出動しております。その他、いろんな町の事業の福祉関係の事業の動

画の作成の中で。例えばですけれども手洗いの動画というのが福祉のほうでございます

が、そういったところでの出演といいますか、であったり、また、町外にはなりますけ

れども、町の宣伝ということも含めまして、熊本のゆるキャラのくまモンというのがご

ざいますが、そういった動画への出演でしたり、大阪府サミットというものが去年ござ

いましたが、そういったところでの出演、そういったことも他市のほうで出動して、活
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動しております。 

○ 本（博）委員 分かりました。ありがとうございました。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 １１５頁、ちょっとごみ事業について聞きたいんですけれども、排出量が３

千２７８トンで、前年対比１００％と資料にも書いているのだけれども、これ、人口減

少。恐らく各家庭のごみがみんな減量していただいて、減ってきているんですけど、こ

の事業系ごみが増えているから前年対比１００％になっているんですか。 

○木下環境農林課長 ごみの排出量についてご質問いただいておると思います。 

 家庭系の燃えるごみに関しましては、５年ほど前から比べますと、人口減に伴いまし

て減少傾向でございました。令和３年度に１００トンほど急に増えるわけなんですが、

これについてはちょっとこう、原因が判明しておらないところなんですけれども、昨年

度は若干燃えるごみに関しては減っております。粗大ごみに関しましては、同様に人口

減に伴いまして減少傾向をたどっておったんですが、昨年度は４０トンほど増加してお

ります。これはコロナによる影響と考えられます。 

 事業系ごみに対しましては、カインズ、ラ・ムー等々が出店されてから急激に増えて

おりまして、また、平成２９年と平成３０年度に境があるんですが、そこで年間で１４

０トンほど事業系のごみが増えておるような状況でございます。 

 以上です。 

○建石委員 いや、あのね。去年からコロナ云々で家庭ごみが増えているということもあ

るんですけれども。どうも最近、以前は、もうその前からごみの減量ということで非常

にキャンペーンをはっていたと思うんですけれども、何かこの頃、ここ数年、そういっ

た気運がね、出てきていないということで、もう一回やっぱり住民の皆さんに分別の喚

起とごみ減量の喚起をしていただきたいなと思うので、その辺のところも再度よろしく

お願いしておきます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 では、１２０頁、１２１頁、農業次世代人材投資資金、これについてちょっ

とお尋ねします。 

 これって、予算ついても中々使い道がなかった。青年就農給付金か。それが形が変わ

ったと思うんですけれども、経営開始型っておっしゃいましたね。準備型は中々ちょっ

といらっしゃらないということですか。 
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○木下環境農林課長 人材投資事業についてご質問いただいております。 

 令和２年度に関しましては、初めて御一方ご申請いただきまして、ご認定させていた

だいたところでございます。令和３年度につきましては、引き続き令和２年度に認定さ

れた方及び新たに４名の方を認定させていただく予定でございます。 

 ご質問の準備型と経営開始型の２つの２大投資事業があるわけでございますが、準備

型については、就農される前に研修を受けるという事業になりますので、その準備型に

手を挙げられる新規就農の方は今のところいらっしゃらないということでございます。 

○西田委員 お話もさせてもらいましたけれども、太子町に農業がしたいということで５

０歳前後のご夫婦が移り住んで来られて、太子町でこういうことをしようと思ったら、

中々生活が大変やから、できるもんないですかというて聞いたら、こういうことがある

けれども、今言われた準備型は中々。農業大学やったっけ、いろんな研修を受けてから

でないと難しいとおっしゃってて、ちょっとそれには無理やねという話もあったんです

けれども。 

 太子町も遊休農地が増えてきてて、どうも高齢化して、ずっと中々できなくって。で

も遊ばせておくのはねと思う方もたくさんいらっしゃるとは思うので。だって若い人が

やって来て、農業したいと言ってくれるのは助かったなと思うんですけれども、太子町

として農業支援策、何かしようかなと思っていること、ありません。岬町を見たら、岬

町は漁業もあったんですね。農漁業新規就労者支援事業補助金ということで来られて、

そうやって農業したいと言って来られたら、家賃補助というのをしているんですけれど

も、そういった農業支援という意味では考えていることはないでしょうか。 

○木下環境農林課長 今後の新規就労に対する町独自の支援ということでご質問いただい

たかと思うんですけれども、今のところ、太子町に独自での新規就農支援というのはご

ざいませんでして、ご承知のとおり、ぶどう塾とは連携した上で新規就農の方をサポー

トしていくということはさせていただいておるところでございますが、委員ご指摘のと

おり岬町等々の事案も研究した上で、今後、検討してまいりたいと思います。 

○西田委員 昨日の財政問題のときに、太子町の財政どうですかというような方々に、就

労、働く人の人口が減ってきているところがちょっと問題があるかなというようなこと

を副町長がおっしゃられて、その太子町で働き場所ということでは企業誘致。今度コス

モスができるというのは企業誘致が１つ進んだんかなと思いますけれども、農業をやる

人を増やしたいなということをおっしゃったんです。私、副町長、岬町見つけたんです
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が、大阪府下を見渡して、農業支援をやっているような自治体があるかというのはご存

知でしょうか。もし、ほかにもあればそういった制度をぜひ担当のほうにも伝えていた

だいて、農業者を増やしたいというんだったら、いかに呼び込むことが必要やと思うん

ですけれども、そういったことはご存知でしょうか。よその自治体で。 

○藤原副町長 すみません。ちょっとまだ勉強不足で、よく把握してないんですけど、た

しか北摂とか豊能の能勢とか箕面とかその辺りで結構活発にやってられたようなイメー

ジあるので、またその点はしっかり勉強させてもらって、何がいいんかは研究させても

らいます。 

○西田委員 太子町って本当にコンパクトで住むのにはとてもいいと思うんですが、税収

がとか、そういうことで確保が必要という１つに農業やってもらったらというのがおっ

しゃいましたので、ちょっと研究のほうを担当の方と一緒に副町長、大阪府内全部見渡

せると思いますので、ちょっと考えてもらいますようお願いします。 

 続きまして、１２４、１２５頁。観光推進費、これについてちょっとお願いします。 

 この令和２年の３月の予算のときに、私たちは、共産党は観光案内所建設に待ったを

かける修正動議を提出いたしました。そのときは否決にはなったんですけれども、結局

その４月に町長が変わられて、この指摘が現実のものになりました。それでも私たちは、

あの建設は中身がちょっともう突貫工事過ぎて、あの建物に開発チームの方がやるとこ

ろができないとか、２階建てやのに２階に階段ではないと上られへんとか、そういうの

はおかしいんではないかということで、ちょっと待ったということやったんですけれど

も、途中からのところまでは同意して進んできたんです。今、空き地のまま放置されて

いるではないですか。あれをそのまんま。特に役場の横、町の中心部がそういう形で放

置されているのはいつまでなのかなと思うんですが、この土地の利活用、お考えでしょ

うか。 

○西本観光産業課長 役場の横の購入させていただいた土地の利活用のご質問でございま

す。 

 今、委員おっしゃいましたように、一旦凍結ということになってございます。 

 今後の土地の活用につきましては、観光産業課としても課題の１つとして受け止めて

おります。まずは、近隣の方、その前を通られる方にご迷惑のかからないように、定期

的な維持管理など、草刈り等を徹底するべきかなということで考えております。 

 あと、維持管理につきましては、また、去年、コロナの中で秋のお祭り、灯路祭りが
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できませんでしたけれども、菊花展と併せまして菊の展示、それからちょっと大きな灯

籠を展示して、コロナ禍の中、今でも道を通られる方に少しでも憩いをというふうな工

夫はさせていただきました。ただ、あくまでも暫定的なものでございます。今後は、議

員各位のご意見も賜りながら、よりよい利活用について引き続き考えていきたいという

ふうには今、考えているところでございます。 

○西田委員 真ん中で目立つので。そしたらあそこ少しきれいにして、椅子でも置いて、

観光の方が歩いてという町だったら、あそこで少し休憩できるようにするとか。ちょっ

とあのまま置いているのは、いつまでたってもあのままはちょっとみすぼらしいと思う

ので、お考えください。 

 それと、あそこが見通しが良くなった分、今までだったらそんなにあの細い道を下り

てこなかったんですが、バイクも車も下りて来て、曲がって入って行こうとする車もい

てて、ちょっと交通の関係では危険やと思うんですけれども、もう少し交差点の改良と

かできないもんですか。 

○村上まちづくり推進部長 そうですね。あの部分の交差点についてはかなり昔からその

周辺の土地を買収して、最終的にこういうことでということで道の改良計画というのは

ございますけれども、中々用地の関係もあるし、こちらからアクションを起こしてない

というのもありますし、今のところ、交差点の改良というのはできないんですけれども。

あそこの用地を購入した後、近隣の家もあった形もありますし、何ぼか車の通行の便、

利便性を考えて、交差点が曲がりやすいような状況には改良等、手を加えた形になって

います。あまり大きな改良を加えるとなると、やはり府警本部、公安委員会との協議等

も必要になってくるので、今は必要最小限、安全に通行できるような状況にはさせてい

ただいていると認識しております。 

○西田委員 曲がりやすいように手を加えたことによって、ちょっと車の量が本当に増え

たと思うんです。あえて何もできずに終わるのであったら、逆に広げへんほうが、そっ

と置いてたほうが良かったの違うかなと思うんですが、いつまでもあの状態で置いとか

ないようにお願いします。 

 続いていいですか。観光まちづくりビジョンで、観光まちづくりの拠点整備。これは

議論すると言われてたんですけれども、この観光まちづくりビジョンの中に観光・まち

づくり協会の方がいらっしゃらないのは残念やなとは思いつつ、この観光まちづくりの

拠点整備、今後どう進めていくのかお尋ねします。 
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 これ、議会のほうでも特別委員会をつくって、住民の方にもお越しいただいて意見を

聞いてきました。８月２日に第１回が開催されましたけれども、観光を考えるに当たっ

て、今であったらコロナ禍は避けては話はできんということで、このコロナ感染症の収

束する見通しが持てないのは、この状況を見据えて観光については考える必要があると

いうのが大方の学識経験者の方もですし、オブザーバーの方からも出ておられておりま

した。副町長も最後、まとめのときにそのようなことをおっしゃったんですけれども、

そういう意味では、拠点整備、凍結しておりますが、そして今、仮住まいということに

なっていますが、新しく場所を見つけて進めていこうとしているのか、そんな方向性は

どうなっているんですか。 

○西本観光産業課長 観光拠点整備のご質問ですが、特別委員会の中でも申し上げました

とおり、まずは観光の在り方であったり、その中で協会の方向性を探りながら、場所の

検討ということは順番になるのかなと思っております。 

 その観光の在り方、それから、方向性を探る中でですが、今回、コロナのような状況

になって、一定、観光がリセットされたような状況になっております。そういった点。

それから、会員さんのアンケートも取らせていただく中で、一旦は竹内街道交流館で活

動してみてというふうなご意見も過半を占めておりました。そういったところから、今

現在は、まずは拠点整備としての観光協会の場所ということなんですけれども、観光協

会が今、あの場所で何ができるのか。協会が活動するにはどういった、最終的にはどこ

が適しているのかというのは、今の場所の中で、コロナの収束の中で再度検証していく

必要があるのかなというふうに考えております。中々、今、早急に拠点整備の場所を、

そしたらどこにするかというところでの検討というのは、今のところはそういった意味

での社会情勢でありましたり、まずは会員さんのご意見を含み、そういったことを考え

ますと、まずはちょっとゆっくり考えていく必要があるのかなというふうに考えており

ます。 

○西田委員 後半の観光まちづくりビジョンの中で、前半組のところにまちづくりの拠点

整備をするということがあったので、町長はもう最後のほう、大急ぎで進めてられたと

思うんですけれども、コロナがあって、今、観光がリセットされたような流れになって

いるという中で、拠点整備のほうも。今、凍結でちょっと分からないのだけれども、方

向性を出してもらえるのかなと思います。今、本当に観光で人を呼び込むようなときで

はないというのは、まちづくりビジョンの策定委員会か、あそこの方もそうおっしゃっ
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ていたので、そうやと思うんです。だとすると、先ほど 本博之議員から１２５頁のた

いしくんのＰＲ事業でこんだけお金を使っていてとありますが、これ、たしか人件費や

ったと思うんです。観光・まちづくり協会で人件費はどれぐらいかかっているんですか。 

○西本観光産業課長 観光・まちづくり協会の人件費のご質問でございます。 

 観光協会の総会の資料から申し上げますと、支出に占める人件費の割合は約８０％で

ございます。具体的には、１千３４０万円ということになります。４人の職員の方が勤

務されております。 

○西田委員 これでいけば、たいしくんＰＲ事業委託料と太子町観光・まちづくり協会助

成金を足して、これが８０％ということですか。 

○西本観光産業課長 はい。若干、今、委員のお話のありました、この決算書には協会に

入りました役場からの補助金という形での金額でございます。先ほど私が申し上げまし

たのは、そういった部分以外にも会費とかございますので若干低くなりますが。 

 すみません。今、手元に資料がありますので、協会としての総会の支出は１千６７０

万円でございます。それの８０％が人件費になります。 

 以上でございます。 

○西田委員 そしてこの令和２年度には、では、５人いてたんですか。４人。 

○西本観光産業課長 はい。協会の職員さんは４人になります。令和２年度、４人でござ

います。 

○西田委員 今、令和３年で、１人引き上げてきましたよね。その方はどうなんでしょう

か。 

○西本観光産業課長 観光産業課のほうに、今、職員が１名おりますが、その職員につき

ましては観光協会の事務所にも机を並べながら、町としての業務を協会と一緒に行って

いるというところで。要するはその１名のことをおっしゃっているのかなと思います。

町の職員になります。 

○西田委員 令和２年度の決算のときに、まだあそこに座ってられて。もう４人でしたっ

け。その時点で。 

○西本観光産業課長 すみません。令和２年度、観光協会の職員としては４人で、その４

人の人件費がこの協会に対しての補助金であったり、委託料で計上させていただいてお

ると。もう１名の町の職員につきましては、町の人件費の中で、職員人件費で、その中

で別途計上をしております。 
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○西田委員 ですから、１人帰ってきたから今、その状況は違いますが、去年、令和２年

でいけば２千万円を超えるぐらいが人件費になっていたかなと思うんですけれども、今、

本当、コロナで大変で、昨日も１階の特に保健センターの担当の方とかはやっぱり皆さ

んで補ってワクチン接種やっているというても、やっぱり担当のほうは苦労されている

と思うんです。人の問題では大変やねということは昨日、大分共有できたんですけれど

も、そういうことを考えたら、本当に観光がリセットされるような状況になっている今、

令和３年はそのように進んでいますが、この先、観光の在り方は協会の拠点をつくれる

のもまだちょっと不透明で先送りになる中で、人の数もそのまんま進めていくんですか。

１人引き上げてこっち戻ってきたということは、ちょっとあそこの人数は多いのかなと

思われたからなんやろうかなと思うんですが、この人件費分をこっちに１人また引き上

げてきてもらって、こういう感染症対策にも携わってもらう人を増やすほうがいいんで

はないとかそういうふうには考えませんか。 

 これはどこになる、総務部長に聞いたほうがいいのかな。 

○小角政策総務部長 今、西田委員からのほうのご質問では、確かに今、人が少ない中、

人件費がかさむ中で観光がコロナの関係で表立ってできない中でどうしていくかという

ところでございます。 

 確かに観光協会、今、実際に４名いらっしゃいます。そちらの方に関しましても、雇

用という部分で人数足らないから切りますよということも中々できることではございま

せん。その辺はやっぱり町の観光の方向性、その辺も含め、慎重に考えていって、より

よい方法を検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○西田委員 もう長いこと働いている人、正規でも任用したりもしていますみたいなこと

もおっしゃっていたので、誰も首切れとは言っていません。どこで働いてもらって、一

部の部署がしんどいようなことがないようには。秘書課の方いらっしゃいませんけど、

考えていっていただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。 

 それで、観光がこれだけ大切やと思うのであったら、やっぱりそこが光るようなお仕

事をしてもらわなあかんなと思うんです。そんな意味でいけば空家のことで空家対策い

ろいろ打って、あと、空家バンクできましたけど、中々手を挙げる人がいてなくて、借

りたい人がいてても貸すという人がいなければ貸せないではないですか。そういう空家

対策にもっと力を入れていただいて、お商売したい人を呼び込むとか空家を買ってと。
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また生き返らせるんですかね。そういう町の活性化にもなって、まちづくりにも生きる

とか観光協会にいてる方がそういう仕事もしているんやから、もう太子町のために頑張

っているんやというのであったら、そら、全然惜しいお金でもないので、ここが何をし

ていくのか。今、呼び込んで何かをするという時期ではないときに、あそこに座っとる

人たちが太子町のために、まちづくりのためにという意味ではどういう仕事を考えてら

っしゃいますか。 

○西本観光産業課長 今、観光協会、どういう仕事かということで。 

 今、委員おっしゃいましたように、観光協会、ちょうど場所があそこに変わった。竹

内街道沿いに変わったということもありまして、おっしゃるように空家につきましても

情報収集をしまして、またつないでという活動もしております。中々実を結ぶのは難し

いところではございますが、そういった活動はしております。 

 あと、ちょっと私、先ほど観光をリセットと申し上げましたが、決してゼロという意

味ではなくて、観光の考え方を見直す必要があると、そういう意味でございます。コロ

ナ禍でまたやれることがあるのではないか。それは今、委員おっしゃった観光協会があ

そこでどういうことができますかというふうなご質問にもなろうかと思います。コロナ

の中でではありますが、例えばですけれども、観光協会のホームページのアクセス数も

そんなに減っておりません。令和元年度と令和２年度に比べてアクセス数、そんなに思

ったより減っておりません。それだけ地域の方、大阪府内の方が観光情報を求められて

いるのかなというふうには分析しておるところでございます。マイクロツーリズムとい

う言葉もございます。町のほうでまた、令和２年度、いろいろな形で予算化していただ

いた先ほどのご質問の看板の整備であったり、１４００年の関係でいろいろ、カルタで

すとか、町内を巡るようなツールを予算化していただきましたけれども、そういったと

ころをまた令和３年度以降も令和４年度以降も継続していけるように努力してまいりた

いというふうに考えております。 

○西田委員 観光まちづくりビジョン策定検討委員会でもそういう話があって、今、屋内

でどっか遊びに行くというんではなくて、屋外で遊ぼうという人が増えてて。だから金

剛山にたくさん人が来たり、二上山にたくさん人が来たりという意味では太子町は歩く

町だから、そういうところに光を当てればいいんではないかみたいな話もされていまし

たので、それでいくならば、１つ思うんですけれども、１４００年の事業の１つで聖徳

太子像は上ノ太子駅にもう建てるって決まったんですか。それのいつお披露目というか、
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立ち上がるというような日程が決まっていましたら教えてください。 

○西本観光産業課長 聖徳太子像につきましては上ノ太子駅のほうで決まっております。 

 建立につきましては、この秋、１０月をめどにしております。実質、具体的な日にち

まではまだ決まっておりませんが、１０月もしくは１１月、そういった秋の時期に建立

してお披露目というんですか、そういったことは皆様のほうにまた見ていただけるよう

に準備、今しているところでございます。 

○西田委員 それはどういうふうな。そういうのを造る業者にお願いしているの。何か、

そういうところからいくのであったら、芸大の人らとコラボができたりとかあったらい

いなと思うんですけど、もうそういうところでは進んでいっているんですか。 

○西本観光産業課長 はい。芸術大学というお話がございましたが、像のデザインという

んですか、造形につきましては芸術大学のほうに監修いただいております。実際の製造

につきましては業者発注しております。像の部分につきましては鋳物のほうの関係で、

富山のほうが鋳物の産地になっていますので、そこの富山の業者様のほうにお願いして

いるところでございます。また、台座については台座ということで、農具工事を伴うよ

うな工事で、また別途発注などで予定しております。 

○西田委員 この観光ビジョンに太子町に来るなら車が多いというのがもう大多数という

数字が出てましたけれども、上ノ太子駅から電車に乗って来る人が最初に目につくとこ

ろに置くというのは１つあるのかなと思うと、太子町を歩く人ではないですか。それで

お願いしたいんですけれども、太子町を歩く人。歩いて太子中央線を通るのか、春日の

松の木の前通るのか分かりませんが、１日歩いて帰ろうと思ったら、秋なんか、秋にな

ると日の落ちるのは早いと思うんですけれども、どうしても上ノ太子駅が羽曳野市にあ

るではないですか。そしたら太子町のことは太子町の防犯灯であり、道路灯で明るいん

ですけれども、羽曳野市に入った途端、暗いというところを何とかできないんでしょう

か。上ノ太子に入ってくる玄関口というようなこともおっしゃるのであったら、もう少

し玄関を明るくしてほしいし、それは観光客だけではなくて、太子町にお住まいの方、

本当にお仕事をして夜遅く。バスがある時間に帰ってこれたらいいんですけど、もうそ

んなのなくなって、１人中央線歩くのは本当に怖いとおっしゃってて。座ってらっしゃ

る方、男の方やからあんまりそんな思いをしながら歩いてはらへんと思いますけど、横、

ちょっと人通ったり、自転車通ったり、車が通るだけでもびくっとしながら歩いている

のに、暗さがあるのであったら、羽曳野市のほうの方と観光もマッチングさせながら道
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路照明だけではなくて、防犯灯の設置をお願いしたいと思うんですけれども、いかがで

しょう。 

○小角政策総務部長 今、羽曳野市のほう、太子町のほうから行くと中央線で続いていま

す。道路照明は確かについてございます。そこそこの明るさでついています。ただ防犯

灯については、そこは記憶していない部分でございます。その辺につきましては、羽曳

野市の管理になりますので、要望等を。そこらは調整といいますか、お願いする形には

なるとは思うんですけれども、また今後、調整するような形で対応していきたいと思い

ます。 

○西田委員 真剣に頼めば、銅像を建てる場所まで確保させてくれるようですので、ぜひ

ともお願いします。 

 だからね、空家の活用のことも必要やと思うんですが、もう一つ。 

 太子町飲食店舗開業補助金。これと空家を使って飲食店をやれということでいくと、

中々もう今のところ。これも何年になるんかな。手を挙げる人がいてないんですけれど

も、そういう食べ物屋さんに限るという、この枠を外す気はないんでしょうかね。 

○西本観光産業課長 飲食店舗開業補助金についてのご質問でございますが、平成３１年

度に予算化をしまして、２年になります。 

 今、枠を外す気はないですかというふうなご質問でございますが、基本的には町内に

飲食が少ないのでというふうなお声の中でさせていただいた。なおかつ今、委員、ずっ

とおっしゃっていましたように空家の改装というところも考えさせていただいたという

ところでございます。そういった基本のスタンスはやっぱり持っておくべきかなという

ふうにはございますが、一方でやっぱり使っていただいて初めて効果が出るものでござ

います。そこにつきましては、この飲食店舗を開業補助制度の課題ということで検討は

させていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○西田委員 続きまして、よろしくお願いします。 

 １３０、１３１頁。河川等改修事業費についてお尋ねします。 

 普通河川の維持は本町が維持する河川で手を入れているとおっしゃったんです。本当

に気候変動で大雨が降ったりとかして、ふだんであったら、こんなに荒れるのかなと。

今まではそんなことがなかったということで、何十年に一度という豪雨災害が。何十年

に一度が毎年発生しているような状況になっているやないですか。太子町はそんなに大

きな川が流れてないんですけれども、普通河川があるということで。 
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 これね、太子町、どんな河川があるんですか。太子町が維持管理せなあかん河川、教

えていただけますか。 

○堀内地域整備課長 本町が管理する６河川がどこにあるかというところでご質問やと思

います。 

 本町が普通河川を管理させていただいて、管理する河川としまして、善秀寺川、太井

川、飛鳥川、唐川、山ン谷川、浦ン川ということで６河川がございます。こちらのほう

につきましては、大きな川自体は大阪府になるんですけれども、小さな普通河川と言わ

れる比較的な小規模な河川のほうを管理させていただいているところです。 

○西田委員 豪雨災害で今挙げた６河川で何か被害があったときには太子町の管理という

ことでは、太子町が修理したり、何か被害を被らせるようなことがあれば、損害賠償せ

なあかんということですか。 

○堀内地域整備課長 おっしゃったように、普通河川という形で管理させていただいて、

河川管理において瑕疵等があれば、当然太子町のほうの責任が問われるかと考えており

ます。 

○西田委員 町長直通便が。やっぱり人は会えない分、この直通便が出しはるのかなと思

うんですが、いろいろある中で改善されていることとか、制度が変わっているなと思う

こともあるんですが、度々善秀寺川についての意見が寄せられているようなんですけれ

ども。何かあったときのことというのは先のことで分からないかなとは思うんですが、

少なくとも何かがないように河川の定期的なお掃除とか、先ほど年２回やっている草刈

りなんかがあったみたいに、太子町のほうの普通河川を維持するのに定期的な清掃をや

っているとか、計画的にやっているとか、そういうことはあるんですか。 

○堀内地域整備課長 委員おっしゃられました河川につきましては、普通河川について平

成３０年度に町が管理しております河川について職員が調査して、河川の崩落した箇所

等の施設が適切な状況であるかというのは確認させていただいて、危険度や緊急度に応

じて、現在、その計画に。普通河川個別整備計画を策定し、順次、その計画に基づいて

改修等をさせていただいているところです。 

 毎年、河川の中に生えております草ですね。草刈りについては定期的にやっている部

分もございます。 

 以上です。 

○西田委員 道路改修とかあったではないですか。この決算書の財産に関する調書１８６
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頁から１８９頁まで書かれているんですけれども、道路ってどこかに入っているんです

か。 

○堀内地域整備課長 決算書の１８６、１８７頁に財産に関する調書。いわゆる公有財産

のところには記載はございません。 

○西田委員 太子町の町道がどんだけという。距離。面積ではなくて距離で持ってはるの

かな。 

○堀内地域整備課長 道路に関しましては、道路台帳というのがございまして、そちらの

ほうで管理させていただいております。 

 距離と面積につきましては、道路台帳上、平成３０年３月時点にはなるんですけれど

も、町道実延長として７万４千７３４メートル、車道面積として３０万８千８４３平米

という形になっております。 

○西田委員 聞きましたのは、町道は壊れないそうなんですけれども。観光でトイレが大

切やと。トイレがきれいでないと人来ないと言うてられて、小野妹子のトイレ棟と休憩

所ということでは、１８２頁に木造の建築のもので載っているんですが、土地はあそこ

は違うということなんですか。 

○西本観光産業課長 土地については別に。民間の個人様、地主様の土地になります。 

○西田委員 それで、ここに書いているぐらいに大きかったら分かるんですけれども、い

ろんなところに太子町の残地と言うのか、あるみたいなんですが。私のうちから見ても

駐車場の片隅は太子町の土地やとかね。こっちの並びのプライベート公園みたいなとこ

ろは太子町の土地やとかいうんですけれども、それはこの中のどこに含まれるんですか。 

○小角政策総務部長 今、委員おっしゃられているのは、多分中央線の横にあるところの

土地かなと思います。 

 ちょっと誠に申し訳ございません。その辺、再度ちょっと確認いたしまして、また後

ほどご報告させていただきますので、よろしくお願いします。 

○西田委員 無駄を省いてとか、効率的にというんだったら、少しそういった土地がどれ

ぐらいあるのかというの。それで、どこが管理するのか。うちの並びのその公園なんだ

か何だか分からないところでは、誰がやるところなんかなというような感じでちょっと

宙に浮いているの、もったいないと言えばもったいない話なので。この財産に関する調

書というのがもう少し分かるように。これ、いつも見ててちょっと分かりづらいなと思

っていたので、こういったことが普通に尋ねれば、ここに入っていますよというのが分
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かるようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○山田委員 すみません。２つほど。 

 １２２頁の昨年に始まった認定農業者支援事業ですけれども、うまいこといってます

か。 

○木下環境農林課長 認定農業者支援事業についてのご質問ですが、これにつきましては、

太子町のスマート農業推進協議会のほうでされている事業でございまして、具体的には、

昨年度はブドウのハウスの自動の開閉機を推進協議会として設置されました。 

 基本、負担としましては、３分の２が自費負担。農業者さんの負担になります。大阪

府のほうから求められていますのは、３名以上での事業の活用というところになってお

りまして、今年度も同様に補助制度を実施する予定ではございますが、今のところ希望

者が３名というところが難しくて、中々３名同時にやりたいよという方がいらっしゃら

ないところではございますが、今後、３名以上の方が設置したいよということであれば、

この制度を活用してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○山田委員 今年もどこかで聞こうと思ってたんですけど、先言われまして。 

 それはいいですけど、次の１２２頁の道の駅運営事業なんですが、まず金額的に確認

をさせてもらいますと、予算が約３５５万円出るんですが、この委託分がこれを見ると

２５０万円。使用料が１４４万円ということに。使用料収入ですね。これが入ってきた

ら約３９４万円となっているんですけれども、府の委託金は歳入を見ていますと２４４

万９００円になっているんですけれども、これは何か僕が見落とししているんでしょう

かね。 

○西本観光産業課長 歳入のこの委託金でございますが、２４４万９千円、それが３７頁

ですか。それと２７頁は施設使用料で１４４万円。歳入については。それと、あと、細

かい数字ですが、４３頁にちょうど雑入の中ほどに電気代道の駅というのがございます。

１８款。そちらが道の駅の部分に関します歳入になります。 

○山田委員 と言いますと、僕の言っている３９４万円ではなしに、もっと増えるんです

か。 

○西本観光産業課長 ３９４万円とおっしゃいますのは。 

○山田委員 さっき言いましたように、府の委託金が２５０万円と限定して、使用料収入
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が１４４万円で３９４万円と、こう、つかんでいるんですけれども。 

○西本観光産業課長 ちょうどイコールというふうにはなってございません。若干の差異

が出ております。収入につきましては、私がさっき説明したとおり、歳出につきまして

は１２５頁に記載しているとおりでございますが、例えばそうですね。その中で若干の

全部の中でちょうどイコールというふうにはなってございませんが、その中で運営させ

ていただいているというふうな状況でございます。 

○山田委員 そうしますと、３５５万円に対して太子町に少し残る勘定になるんですけれ

ども、そういうこっちゃなと。本当はもっともらわないかんのやけどね。 

 基本的に、自治体が道の駅事業主体となって、経営が民間に委託されているというこ

となので、民間がもうけてくれたら１４４万円ではなしに、もっと太子町に入れてもら

わないかんと思うんですけれども、今のところそういうことになっていると。だから、

この道の駅運営事業といっても、これ見てたら何を運営しているのかということになる

んですけれども、その運営状況を。いや、これだけでは保守点検やとかこんなんだけで

はないんだと。ほかにもやっているんだというふうな、何か太子町の運営状況、自治体

の運営状況はどうなっているんですか。 

○西本観光産業課長 道の駅の運営状況につきましては、今、委員おっしゃいましたよう

に、施設使用料１４４万円でいただいておりますが、もっと施設をもうけていただいて

たら、この施設使用料も上限まで上げていくようなことも考えていきたいというふうに

思っております。 

 これまでの道の駅の運営といいますか、道の駅の維持管理の状況でございますが、こ

れ、平成９年に整備しまして、当時に約８千６００万円ほどの費用の中で太子町整備し

てました。大阪府と太子町との負担割合の中で太子町は８千６００万円ほど。それ以降、

毎年、維持管理の運営を行っております。現在、令和２年度までで、この太子町の部分

として歳出しました維持管理費用は約４千万円を切るぐらいの費用となっております。

そういった中で町としましては、この道の駅を運営といいますか、維持管理させていた

だいているような状況になります。 

○山田委員 民間に経営主体を預けているんですけれども、そうなってくると普通の。先

ほどから創業者支援やとかいろいろ言っていますけれども、彼らは商売をするのにお店

を持たなあかんから助けてやるということなんですけれども、この道の駅については、

その施設そのものを自治体が行っとると。中に入って商売している者はそういうような
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初期投資が何も要らないということになるので、必然的にほかの商売屋さんに比べて経

営が物すごく楽になってくるということになって、利益が上がるというふうに想定して

いるんですけれども、その辺はどうなんですか。 

○西本観光産業課長 おっしゃるとおり、道の駅という整備された手段がございますので、

その中からの運営というところでございます。話はちょっと横に逸れますが、一時期の

売上げからも近年毎年落ちているような状況がございます。町としましても、そこの部

分の見直しについては考えていきたいというふうに思っております。 

 道の駅といいますのは、販売だけ。地域の農産物を活性化させる場所ということで注

目を浴びておりますが、そういった部分だけではなくて、観光としても十分持っている

場所でございます。そういったところから、道の駅の今後の運営体制がどういう形が望

ましいのかということは町としても課題と考えておりますので、他市の例も参考しなが

ら、早急に検討してまいりたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○山田委員 はい、分かりました。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 １１９頁の一般農政対策事業のところで、この年度任用職員の事業内容を転

職と安定対策という形で多分説明されていたと思うんですけど、具体的にどんな仕事と

いうのか教えていただけたらなと。 

○木下環境農林課長 すみません、お待たせしております。 

 経営所得安定対策事業についてのご質問いただきました。 

 経営所得安定化事業につきましては、令和２年度につきましては２６名の農家さんに

対しまして、１０５万７千８００円の補助交付金をお出ししておるところでございます。

いわゆる「ゲタ・ナラシ」でございます農業就業に対する助成制度でございまして、そ

れの農家さんから出された申請書等のチェックや入力業務をやっていただいておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○森田委員長 斧田委員、よろしいか。 

○斧田委員 はい。次の質問を行かせてもらいます。 

 頁数でいけば１２９並びに１３１頁につながるところになるんですけれども、町道の

老朽化の関係について質問したいと思います。 
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 特に私の住んでる磯長台周辺なんかはかなり表層というんですかね、もうぼろぼろに

なってきて。もしかしたらこれ、造成というんですかね。宅地開発やってから１回も舗

装打ち変えてないん違うかと思うぐらい、かなり老朽化が進んでいるところもあり、あ

と交差点付近では「止まれ」表示であったりとか停止線自身も消えてきているようなと

ころもあります。そういうふうな中で、実際に歩いている方を見れば高齢化がどんどん

してきて、非常に転倒するのが怖いなというふうな状況もあるような中なんですけれど

も、そういうふうな町道の老朽化について太子町の考え方というのを教えてもらえたら

なと思います。 

○堀内地域整備課長 今、斧田委員がおっしゃったように、町道の老朽化の対策工事につ

きましては、平成２５年度に道路ストック点検を参考に平成２９年度に歩道の個別敷設

計画を策定して、順次にはさせていただいているところでございます。 

 まずは、太子町としては竹内街道をまずはメインとしてさせていただいて、そのほか

につきましては、路線の劣化度などの数値化を行ったものに対して、地域特性とか交通

量等優先度を判定して順次、舗装の修繕工事の順位を決定して計画的にさせていただい

ているところになっています。 

 また、停止線等につきましては、規制線ということで大阪府の公安委員会ということ

でなっておりますので、また消えかけているものについては担当課のほうから要望等を

お願いしているところでございます。 

○斧田委員 本当に安全というふうなことから考えると、道路というのは本当に基本にな

ってくるかと思うので、できるだけそういうひどいところというんですか、どんどん進

めていただくようにお願いしたいなと思います。 

 それでは、続きましてなんですけれども、都市公園の関係ということで１３２頁。 

 この決算書のほうではいわき台の中の公園のほうの整備の決算内容が書かれているん

ですけれども、特に今年は春日のほうで磯長台の公園なんですけれども、行政だけが勝

手にこうやるんではなくて、地元の意見を聞いていられるというふうな取組の中で計画

を立てられているように聞きました。どういうふうな形でやられているか、この際、教

えていただきたいなと思います。 

○堀内地域整備課長 公園の遊具更新につきましては、太子町は今現在２７か所あります。

遊具の大半が当時、設置された後、２０年が経過しているところもございました。 

 公園の遊具の安全性を確保、確認するために、平成２７年度に公園施設製品安全管理
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士による点検を実施して、公園遊具更新計画というのを当時作成させていただいて、そ

の計画に基づいて腐食・経年劣化などの緊急度をはかって、公園遊具のほうを毎年、２

７年度から。毎年１つにはなるんですけれども、遊具更新をさせていただいておりまし

て、今、委員おっしゃっていただいたように令和３年度につきましては、磯長台第２公

園を遊具更新の工事を進めているところでございます。 

 あと、遊具の更新の工事に関しましては、今いただいたようにプロポーザル方式とし

まして、審査員のほうに地域の自治会の会員さんであったりとか小学校の先生なんかに

入っていただいたり、区長さんとかも入っていただいて、地域の方々がよりよく使って

いただきやすいように考慮しながら検討しているところでございます。 

○斧田委員 今、説明いただいたように、できるだけ地元の声というんですかね。聞いて

いただきながら、またこれからも事業のほう、やっていただけたらと思います。 

 それと、最後になるんですけれども、２０頁、２１頁の歳入のほうの森林環境譲与税

のことなんですけれども、こちらのほうは譲与税入ってきた金額をそのまま多分基金の

ほうへ積み立てるというふうな形を取られてたんですけど、基本的にはこの譲与税は何

をするために、どんな形で金額も決められて町のほうにこう渡されているのか。また、

このお金を使って、これから先、太子町では何をやられようとしているのか教えていた

だけたらと。 

○木下環境農林課長 森林環境譲与税についてご質問いただいておりまして、市町村にお

いては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及び

その促進に関する費用に充てるとされております。 

 委員ご指摘のとおり、今のところ太子町では毎年基金を積み上げておるところでござ

いまして、まだ利活用について具体的な内容についてはお示しできていないところでご

ざいますが、次年度以降、この基金を活用しまして、目的に沿った形で有効に使えるよ

うに検討してまいりたいと考えております。 

○斧田委員 特に、この頃異常気象というんですかね。本当に線状降水帯とかいろんな状

況で大水が発生する。昔に比べてやっぱり山というんですか、森林のほうは維持管理が

できない。そういうふうな状況の中で災害がまた発生しやすいような状況になってきて

いるわけなんですけれども、そういう点で特に太子町がこれからの世代にも財産として

緑を残さないといけないというふうなことも含めて、ぜひとも取組として今後、考えて

いただけたらと思います。 
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 以上です。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、まちづくり推進部関係につきましての質疑を

終わります。 

 これで暫時休憩いたします。再開は１時５分。 

午前１１時５２分 休 憩 

                                        

午後 １時０５分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開いたします。 

 まず、本日実施を予定しておりました大阪８８０万人訓練は、大阪市と東大阪市に大

雨警報が発令されておりますので、中止となりました。したがいまして、本日、朝にご

案内いたしました委員会開催中の訓練参加については、実施いたしませんので、よろし

くお願いいたします。 

○小角政策総務部長 午前中にですけれども、西田委員のほうから財産に関する調査の関

係で、中央線の横にあります町有地域でどこに明記されているかということでございま

した。 

 確認いたしましたところ、土地及び建物の明細としまして１８９頁のほうに、下のほ

うになりますけれども、雑種地の中にその他町域というのがございます。そちらのほう

に入っているということでございます。雑種地であったり田地であったり、その地目に

よってその他の町域ということで入っているということでございますので、報告させて

いただきます。 

 以上です。 

○森田委員長 それでは、教育委員会関係について説明を求めます。 

○池田教育次長 それでは、教育委員会の給食センター、町立学校園も含めました教育総

務課分、それから各生涯学習施設も含めました生涯学習課所管分の決算の説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳出の説明からさせていただきます。 

 恐れ入ります。決算書の１４０、１４１頁をお願いいたします。 

 教育費の総額では、９款教育費、支出済額１１億２千１７５万７千２０７円で、一般
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会計総額に占める割合としましては１６.１％となってございます。 

 ９款の教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、支出済額１億９千７４万５６０

円となってございます。 

 教育委員会運営事業２千４６７万５千６０９円は、教育委員４名の報酬や幼稚園・小

中学校の介助員、学校巡回嘱託作業員の報酬など、教育委員会の運営や各学校園に共通

する経費の支出を行っております。 

 １節の報酬は、小中学校の介助員８名、学校巡回嘱託作業員１名、小中学校の図書司

書１名に係る人件費となってございます。 

 次頁、１４２、１４３頁をお願いいたします。 

 中段にございます学校保健事業６６５万４千１８円は、児童生徒の各種検診に係る学

校医の報償費や検査委託料、学校管理下における児童生徒の災害給付を行う日本スポー

ツ振興センターへの負担金など、学校保健に関する経費を支出しております。 

 ７節報償費、学校各種検診医師等報償費４１２万６千３７０円は、幼稚園、小中学校

の園児、児童生徒、１千２５人分の検診に伴う内科医等１５名に対する報償費の支出を

行ってございます。 

 教育振興事業１千２６万８千２０６円は、教育研修会講師謝礼や教科書改訂に伴う教

師用指導書、中学生の英検受験に対する補助金などの支出を行っております。 

 １８節の負担金補助及び交付金の９９万２千５３０円は、町立中学校の英語検定試験

検定料補助金で、３４４名分、１・２年生が２２４名、３年生が１２０名の受験料の支

出を行ってございます。 

 ＡＬＴ（外国語指導助手）配置事業６００万３千７６５円は、ＡＬＴ２名の賃金等、

町立学校園に対するＡＬＴの配置に関する経費の支出を行ってございます。 

 次頁、１４４、１４５頁をお願いいたします。 

 総合学校支援事業４７２万９千６００円は、スクールソーシャルワーカーや学校支援

チームの弁護士の謝礼等、学校の様々な教育課題等を専門的見地から解決を図るために

要する経費の支出を行っております。 

 本事業では、スクールソーシャルワーカーを各小中学校及び関係機関へ１７４回の派

遣を行っております。更に、学校支援チームとしましては、スクールカウンセラー、ス

クールロイヤー、スーパーバイザー、スクールソーシャルワーカー及び元学校長の派遣

を行ってございます。 
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 適応指導教室運営事業２９０万８千４５円は、指導員２名の賃金等、教室の運営に係

る経費の支出を行っております。 

 適応指導教室、通称和みルームは、心理的な側面により登校できない児童生徒に対し

て、きめ細やかな指導を行うことにより、集団生活への適応能力を養い、学校生活に復

帰できることを目的に設置しているものとなっております。 

 入学祝い品贈呈事業２２０万１千８４０円は、子どもの成長を切れ目なく支援するた

め、小中学校等に１年生として入学する児童生徒の保護者に対して、入学祝い品として

図書カードを贈呈してございます。小学校１年生に対しましては５千円、中学１年生に

対しましては１万円としてございます。 

 社会教育事務事業６万７千７４６円は、生涯学習課職員の出張旅費等の支出をしてお

ります。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業７５３万４千５９円は、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した対策事業で、１節会計年度任用職員報酬３６万４

千１００円は、学校休業中、介助員が放課後児童会の補助員として勤務した人件費とし

て旅費から充当をしております。 

 １８節負担金補助及び交付金７１４万円は、新型コロナの長期化による子育て家庭の

支援のため、令和３年度に新小学校１年生、新中学１年生となる子どもを主体に新入学

応援緊急給付金支給を行ったもので、新小学校１年生１０８人、新中学校１年生１３０

人、計２３８人に給付を行ってございます。 

 ２項磯長小学校費、支出済額９千１０１万９千９４７円。 

 磯長小学校は、児童数４４６名、通常学級１３学級、支援学級が４学級となっており

ます。 

 次頁、１４６、１４７頁をお願いいたします。 

 １目の学校管理費、支出済額５千２４２万１千７７４円。 

 磯長小学校運営事業、教育総務課配当分３２９万２千１４５円は、学校校務員１名に

係る人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料等の支出を行っております。 

 磯長小学校運営事業、学校配当分４５０万９千３７８円は、維持管理や学校運営に係

る消耗品、備品購入費、教育研究会負担金等の支出を行っております。 

 １０節の需用費のうち、消耗品費では、学習用消耗品やコピー紙等の購入を行ってお

ります。 
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 １７節の備品購入費では、校用備品として体重計、聴力検査計、屋外時計等の購入を、

また、図書購入費として３１０冊の図書の購入をしてございます。 

 磯長小学校施設維持管理事業、教育総務課配当分４０９万８千６円。 

 １０節需用費の修繕費３４万１千円は、消防設備の修繕を行ってございます。 

 １２節委託料のうち、磯長小学校設備保守委託料は、自家用電気工作物やエレベータ

ー、消防設備等の設備保守点検委託料となってございます。 

 １４節の工事請負費は、次頁にお願いいたします。新館南側屋上雨どいの補修工事、

放送室エアコンの設置工事を行ったものとなってございます。 

 磯長小学校施設維持管理事業、学校配当４７４万１千７４６円。 

 １０節の需用費の修繕費７５万８千６４円では、音楽室の床及びグラウンド散水ソー

ラーコントローラーの修理等の支出を行っております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業３０６万９９９円は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金などを活用して行った学校における感染対策事業で、１３節使

用料及び賃借料は修学旅行及び林間学舎における密対策のため、台数を増大したバスの

借上料となってございます。１４節工事請負費は、管理対策として網戸の設置工事。１

７節備品購入費では、ＡＩサーマルカメラの購入などを実施しております。 

 磯長小学校改修事業繰越明許費分３千２７１万９千５００円は、平成３１年度より継

続して取り組んでおります学校トイレ改修事業の１期目工事として、本年度は磯長小学

校北校舎１、２階のトイレ改修事業を実施したものでございます。 

 ２目教育振興費、支出済額３千８５９万８千１７３円。 

 磯長小学校教育振興事業、教育総務課配当分５４６万７千９３２円は、パソコン教室

の機器賃借料と特色ある学校づくり補助金の支出を行っております。 

 １３節の使用料及び賃借料４９６万８千円は、パソコン教室のパソコンとして児童用

４０台、教師用１台、また、タブレット型パソコンが児童用４０台、教師用２１台の保

有状況となっております。 

 １８節の負担金補助及び交付金４９万９千９３２円は、学力向上、教科指導力向上や

ＩＣＴ活用の校内研修講師謝礼、芝生の維持や児童学習図書や学習応援資材等の需用費

等で、特色ある学校づくり補助金としての支出を行っておるものです。 

 磯長小学校教育振興事業、学校配当分７３万３千２１９円は、教材用備品として跳び

箱、体操用マット等の購入を行っております。 
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 磯長小学校就学援助事業４８６万９千３５１円は、要保護４名、準要保護７０名に対

する就学援助に要した経費となっております。内訳としましては、医療費扶助４名、学

校給食費扶助７２名、校外活動費扶助１１名、新入学用品費扶助８名、修学旅行費扶助

１９名、通学用品費扶助６３名、学用品費扶助７２名となってございます。 

 磯長小学校支援学級事業２０万３千１７１円は、支援学級の運営に要する経費の支出

を行っております。 

 １０節の需用費の消耗品費は時計、タイマー等の購入を、１７節の備品購入費では教

材用備品として整理棚等の購入を行っております。 

 次頁、１５０、１５１頁をお願いいたします。 

 ＩＣＴ教育振興事業８２万８千３円は、学校におけるＩＣＴ教育活動に関しまして、

パソコン教室やタブレットを活用した授業に係る経費の支出を行ってございます。 

 １０節需用費の消耗品費はＩＣＴ教育に係るプリンター等の消耗品、１７節の備品購

入費ではプログラミング学習セット等の購入を行っております。 

 学校ＩＣＴ環境整備事業２千６４９万６千４９７円は、教職員用の校務支援システム

の更新及びＧＩＧＡスクールネットワーク構想に伴います校内ネットワーク通信環境整

備及び児童用タブレット端末の整備事業費となっております。 

 １３節の使用料及び賃借料３６万９千４３５円は、教職員の使用する校務支援システ

ムの更新に伴うリース料１１万５千６０円と、ＧＩＧＡスクールの国庫補助の対象外と

なります全児童数の３分の１に当たる１５６台及び教員用２４台、計１８０台の学習用

端末のリース料２５万４千３７５円でございます。 

 １４節工事請負費は、校内通信ネットワーク環境整備工事請負費、１７節の備品購入

費１千４１２万６千８６０円は、ＧＩＧＡスクールネットワーク構想に伴う児童用３１

４台の学習用端末の購入をしております。 

 ３項山田小学校費、支出済額３千８０８万６千８３９円。 

 山田小学校は児童数１８３名、通常学級６学級、支援学級が４学級となってございま

す。 

 １目学校管理費、支出済額１千５５２万４千６５９円。 

 山田小学校運営事業、教育総務課配当３２８万８千２４８円から、山田小学校運営事

業、学校配当３２２万５千９０１円、次頁の山田小学校施設維持管理事業、教育総務課

配当分３７９万３千２４１円、山田小学校施設維持管理事業、学校配当３１８万５千３
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５４円までは、先ほどの磯長小学校の経費と同内容ですので、説明のほうは省略をさせ

ていただきます。 

 なお、山田小学校運営事業、学校配当分、１７節の備品購入費６８万６千８６５円は、

校用備品として卓上裁断機、更衣用ロッカーの購入を、また、図書購入費としまして１

９０冊の図書の購入をしてございます。 

 また、山田小学校施設維持管理事業、学校配当の１０節需用費の修繕費では、南館１

階トイレ排水詰まりの改修及び汚水ますの修繕を行ってございます。 

 １５３頁、新型コロナウイルス感染症対策事業２０３万１千９１５円では、１３節使

用料及び賃借料は、修学旅行における密対策のため、台数を増やしたバスの借上料、１

４節工事請負費は換気対策として網戸の設置工事、１７節備品購入費はＡＩサーマルカ

メラなどの購入をしております。 

 ２目教育振興費、支出済額２千２５６万２千１８０円。 

 山田小学校教育振興事業、教育総務課配当分５３６万３千１０６円から、山田小学校

教育振興事業、学校配当分１８万６千２３０円。次頁の山田小学校就学援助事業２１３

万９千７３９円、山田小学校支援学級事業１０万９千４２１円、ＩＣＴ教育振興事業５

８万４千３９９円は、磯長小学校の経費と同様の内容ですので、説明のほうは省略させ

ていただきます。 

 なお、１５２、１５３頁の山田小学校教育振興事業、教育総務課配当分を１３節使用

料及び賃借料のパソコン機器は、パソコン教室の補助機器としまして、パソコンとして

児童用が４０台、教師用１台、また、タブレット型パソコンが児童用６１台、教師用１

６台となってございます。 

 また、１５４、１５５頁の山田小学校就学援助事業は、要保護４名、準要保護３４名、

計３８名に対する就学援助を行ってございます。内訳としましては、医療費扶助１名、

学校給食費扶助３２名、校外活動費扶助１４名、新入学用品費扶助５名、修学旅行費扶

助９名、通学用品費扶助３０名、学用品費扶助３４名となってございます。 

 ＩＣＴ教育振興事業の１７節の備品購入費１９万４千７円では、教材用備品としてゲ

ームキットやＯＡチェア等の購入を行っております。 

 学校ＩＣＴ環境整備事業１千４１７万９千２８５円は、磯長小学校と同様、教職員の

校務支援システムの更新及びＧＩＧＡスクールネットワーク構想に伴います校内ネット

ワーク通信環境整備及び児童用タブレット端末の整備事業費となっておりまして、１３
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節の使用料及び賃借料２４万５７０円は教職員の使用する校務支援システムの更新に伴

いますリース料とＧＩＧＡスクールの国庫補助の対象外となります全児童数の３分の１

に当たる６１台及び教員用１６台、計７７台の学習用端末のリース料。１４節工事請負

費は、校内通信ネットワーク環境整備工事の請負費、１７節備品購入費はＧＩＧＡスク

ールネットワーク構想に伴います国庫補助対象分の児童用１１９台の学習用端末を購入

しております。 

 ４項中学校費、支出済額５千９６２万９千６５円。 

 中学校は、生徒数が３５９名、通常学級１１学級、支援学級が３学級となっておりま

す。 

 １目学校管理費、支出済額２千１６１万８千８９３円。 

 中学校運営事業、教育総務課配当３２７万４千１５４円から、次頁の中学校運営事業、

学校配当分４６４万３４円、中学校施設維持管理事業、教育総務課配当分４０８万１千

７８１円、中学校施設維持管理事業、学校配当分７３６万４千３０９円までは、小学校

と支出内容が同様となってございますので、説明のほうは省略をさせていただきます。 

 なお、中学校運営事業、学校配当分の１７節の備品購入費６５万７千５６６円は、校

用備品として刈り払い機、草刈り機、椅子等の購入を行っております。また、図書購入

費では、１９２冊の図書の購入を行っております。 

 中学校施設維持管理事業、中学校配当分の１０節需用費の修繕費１６７万３千６４１

円は、エアコンや生徒用の机の修繕を行っております。 

 一番下の段にございます新型コロナウイルス感染症対策事業２２５万８千６２４円は、

１３節使用料及び賃借料では、淡路合宿及び修学旅行における密対策のため、台数を増

やしましたバスの借上料。１７節備品購入費は、ＡＩサーマルカメラなどの購入をして

ございます。 

 次頁、１５８、１５９頁をお願いいたします。 

 ２目教育振興費、支出済額３千８０１万１７１円。 

 中学校教育振興事業、教育総務課配当分６６２万３千２４２円から、中学校教育振興

事業、学校配当分１４６万４千１７８円、中学校就学援助事業７０８万５千４５８円、

中学校支援学級事業１２万６千８３９円、ＩＣＴ教育振興事業６６万６千３２６円は、

小学校の経費と同様の内容ですので、説明のほうは省略をさせていただきます。 

 なお、中学校教育振興事業、教育総務課配当分を１３節使用料及び賃借料のパソコン
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機器は、パソコン教室の保有機器となってございまして、パソコンとして児童用が４０

台、教師用が１台、また、タブレット型パソコンが児童用が４０台、教師用を１５台保

有してございます。 

 中学校就学援助事業では、要保護４名、準要保護５７名、計６１名に係る就学援助を

行っております。内訳としましては、医療費扶助が１名、学校給食費扶助が５７名、校

外活動費扶助３９名、新入学用品費扶助２９名、修学旅行費扶助１５名、通学用品費扶

助３６名、学用品費扶助５７名となってございます。 

 中学校就学援助事業の１７節の備品購入費９万６千８５０円は、バドミントン支柱、

工具収納箱の購入を行っております。 

 真ん中から下ほどにございます学校ＩＣＴ環境整備事業２千２０４万４千１２８円は

小学校と同様、教職員用の校務支援システムの更新及びＧＩＧＡスクールネットワーク

構想に伴います校内ネットワーク通信環境整備及び生徒用タブレット端末の整備事業費

となっております。 

 １３節の使用料及び賃借料３３万３千９０５円は、教職員の使用する校務支援システ

ムの更新に伴いますリース料とＧＩＧＡスクールの国庫補助の対象外となります全生徒

数３分の１分に当たる１２６台及び教員用２８台、計１５４台の学習用端末のリース料、

１４節の工事請負費は校内通信ネットワーク環境整備工事請負費、１７節の備品購入費

はＧＩＧＡスクールネットワーク構想に伴います国庫補助対象分となる生徒用学習用端

末２５４台を購入してございます。 

 ５項幼稚園費、１目幼稚園費、支出済額９千４３９万１千６２７円。 

 町立幼稚園の園児数は、３歳児が１３名、４歳児が８名、５歳児が１４名で、全体で

３５名となっております。 

 次頁、１６０、１６１頁をお願いいたします。 

 幼稚園運営事業、教育総務課配当分６３９万６千２２２円は、非常勤嘱託員２名に係

る人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料、特色ある学校づくり補助金等の支出を行って

おります。 

 １８節の負担金補助及び交付金の特色ある学校づくり補助金は、幼児の体力向上の推

進のための遊具購入や、質の高い幼児教育を目指す研修講師謝礼等の活用を行っており

ます。 

 幼稚園運営事業、幼稚園配当分１８０万６千４８２円は、幼稚園運営のための需用費、



－１２５－ 

役務費や備品購入費等の支出を行っております。 

 １７節の備品購入費では刈り払い機を、また、図書購入費では絵本３２冊の購入を行

っております。 

 次頁をお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金の副食費補助２９万９千円は、幼児教育無償化に関する

施策として実施をしてございます町立幼稚園給食の副食費分の無償化に要した経費で、

給食の実施日数６５日、延べ２千３００人分の助成を実施しております。 

 幼稚園施設維持管理事業、教育総務課配当分１３９万９千２００円は、幼稚園施設の

清掃、設備保守、機械警備の委託料の支出を行っております。 

 幼稚園施設維持管理事業、幼稚園配当分１４５万６４１円のうち、１０節の需用費の

修繕費１５万１５０円は、印刷機や国旗ポールの修理の支出を行ってございます。 

 預かり保育事業、教育総務課配当分２２４万６千８６９円は、町立幼稚園の預かり保

育の講師３名分の会計年度任用職員の報酬の支出を行っております。 

 預かり保育は、月・火・木・金は午後２時から５時、水曜日は午前１１時半から午後

５時、また、長期休業期間中は午前８時半から午後５時の実施としており、令和２年度

利用園児数は延べ２千５２２人となってございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業３３０万４千９円は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金、大阪府教育支援体制整備事業補助金を活用して行いました幼

稚園におきます感染対策事業で、１０節需用費では感染症対策に要する各種衛生用品の

購入、１４節工事請負費では電気温水器の更新工事及び２か所の園手洗い場設置工事請

負費。１７節備品購入費はＡＩサーマルカメラなどの購入をしてございます。 

 次頁をお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業４９万２千１円は、１０節需用費で感染

症対策に要する各種衛生用品、１７節備品購入費で抗菌タオルハンガーや掃除機などの

購入を行っております。 

 ６項社会教育費、支出済額４億１千７５４万２千８６５円。 

 １目の社会教育総務費、支出済額１千５６５万６千３７１円。 

 社会教育振興事業１０万６７６円は、社会教育委員７名の報酬や協議会負担金等とな

ってございます。 

 次の社会教育団体育成事業１９万９千８６円は、ＰＴＡ連絡協議会、地域婦人会への
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活動補助金などでございます。なお、ＰＴＡ連絡協議会補助金は、当該年度は新型コロ

ナウイルス感染症により活動が実施をできなかったため、補助金支出はしてございませ

ん。 

 青少年健全育成事業３２万５千３９１円は、青少年指導員の報償費や青少年指導委員

会へ補助でございます。 

 成人式事業１７万５千８７２円は、成人式に開催に係る経費となってございまして、

成人対象者は１５９名。うち男性７７名、女性が８２名。そのうち式典の出席者は１２

９名となってございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１千４８５万５千３４６円は、コロナウイルス感

染症対策のため、成人式の会場を従来の万葉ホールから総合体育館に変更したことによ

り要しました消耗品及び会場設営等の委託料となってございます。また、１８節負担金

補助及び交付金は、コロナ感染症の蔓延により学業に困窮をする大学生に対する学業継

続支援金となってございまして、支給金額は１人３万円で、４５１人に対しての支給を

行っております。 

 ２目の公民館費、支出済額７０６万７千６４４円。 

 公民館運営事業３１７万４千７５１円は、公民館の会計年度任用職員の、報酬、手当、

テレビの受信料などを公民館の運営に要する費用となってございます。なお、令和２年

度末の公民館に登録をされておりますクラブ及びサークル数は４３クラブ、１８サーク

ルとなっております。 

 次頁をお願いいたします。 

 公民館維持管理事業２４８万１千２３８円は、公民館の光熱水費や設備保守委託料等、

公民館の施設維持管理に要する経費となってございます。 

 次の公民館活動事業２４万８千７２円は、前期・後期の各種文化教室と夏休み子ども

教室等の講師謝礼及び文化連盟への補助金となってございます。なお、令和２年度の公

民館教室につきましては、前期及び夏休み子ども教室がコロナウイルス感染症の影響に

より中止になりまして、後期４教室のみの実施となってございます。 

 次の文化祭事業２千７２５円は、昨年の１０月３１日、１１月の１日に開催予定でご

ざいました文化祭が新型コロナウイルス感染症の影響により菊花展のみの開催となった

ため、例年に比べまして少額の決算となっております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１１６万８５８円は、新型コロナウイルス感染症
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対策として、公民館の各部屋の空気清浄機１２台分及び来館者の体調管理のためのサー

マルカメラ２台の購入費となってございます。 

 ３目図書室費、支出済額１千５５４万９千３８６円。 

 図書室運営事業の１千４２０万９千１８６円は、図書室司書３名と受付事務３名の会

計年度任用職員の報酬及び手当や図書購入費等、図書室の運営に要する経費となってご

ざいます。 

 図書の購入は１千１１２冊、寄贈が１３５冊、破損や無料配布等による除籍が３１４

冊によりまして、令和２年度末現在の蔵書数は３万４千６８５冊となっております。ま

た、利用登録者は３千６８４名、延べの貸出冊数は２万８千７５４冊となっております。 

 次頁をお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１３３万９千８００円は、コロナウイルス感染症

対策としまして、図書室利用者が利用します図書の消毒機１台の購入を行っております。

設置後、３月末まで３千７４６回のご利用をいただいてございます。 

 ４目の人権教育費、支出済額１万９千４６４円は、解放新聞の購読料、また、人権作

品コンクールを主催します人権教育推進協議会への補助金等となっております。 

 ５目の生涯学習施設等費、支出済額３億７千９２５万円は、生涯学習施設等建設工事、

工事請負費及び工事監理業務委託料の前払い金でございます。委託料は受託額の３０％、

工事請負費は請負額の４０％以内の前払い率となっております。工事は、一般競争入札

で発注し、２社の応札があり、落札率９６.３％で、大末建設株式会社大阪本店が受注

し、ご覧のとおり現在工事を実施中となってございます。 

 ７項保健体育費、支出済額１億９千２０２万３１２円。 

 １目の保健体育総務費、支出済額８３３万１千２１３円。 

 総合スポーツ公園運営事業の７３８万１千２３２円は、スポーツ公園の会計年度職員

の報酬、手当等となってございます。 

 スポーツ推進事業９４万９千９８１円は、スポーツ推進員７名の報酬やスポーツ教室

の講師謝礼、総合スポーツ大会運営委託料や体育連盟への補助金等に要する経費でござ

います。 

 現在、本町に登録されておりますスポーツクラブ、また、連盟としましては８団体。

また、スポーツ教室につきましては、前期教室で２教室、後期教室で４教室を開催しま

したが、子ども向けの夏休みサマーチャレンジは、コロナウイルス感染のため、中止と
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してございます。また、太子スポーツ連につきましても同様の理由で中止となってござ

います。 

 １７１頁をご覧ください。一番上のほう、１２節の委託料のうち、例年実施しており

ます総合スポーツ大会、学校プール開放事業及びスポーツ講習会は中止となりまして、

トレーニング講習会についてのみ３回を開催し、１６名の方に受講をいただいておりま

す。 

 １７１頁をご覧ください。 

 ２目体育施設費、支出済額４千８３２万６千７３７円。 

 総合スポーツ公園維持管理事業４千６８３万８千７４円は、スポーツ公園の警備、清

掃作業員の報酬や電気代、修繕費及び機械設備の保守委託等、スポーツ公園の維持管理

に要する経費となってございます。 

 １４節の工事請負費２千７７４万５千３００円は、総合スポーツ公園内の屋外トイレ

３か所の改修工事費で、老朽化によります全面改修工事と便器の洋式化を実施し、改修

面積は３か所で８０平米となってございます。 

 次頁をお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１４８万８千６６３円は、コロナウイルス感染症

対策としまして、スポーツ大会用に各種目別スポーツ団体で使用いただけますアルコー

ル除菌液や体育館、サブアリーナなどの空気清浄機１４台及び来館者の体調管理のため

のサーマルカメラ２台の購入費となってございます。 

 ３目の学校給食費、支出済額１億３千５３６万２千３６２円。 

 学校給食運営事業の７千２５６万５千４６６円は、学校給食運営委員会経費や給食調

理配送業務委託料等、学校給食の実施に係ります経費の支出を行っております。給食の

実施回数としましては、小学校で１６６回、中学校は１年生、２年生が１５５回、３年

生が１４３回、幼稚園は６５回の給食の提供をしてございます。 

 次頁をお願いいたします。 

 学校給食センター維持管理事業３千２１９万６千９６６円は、センター運営に係りま

す光熱水費や設備保守委託料等の維持管理に要する経費の支出を行っております。 

 １４節の工事請負費１千６６３万６７１円は、蒸気ボイラー及び温水製造器更新工事

に係ります工事請負費となってございます。 

 その下、１７節の備品購入費６７万６７０円は、献立作成システム用のＰＣ、フード
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プロセッサー、それから保温食缶等の購入を行っております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１千１７０万８千２００円は、新型コロナウイル

ス感染症が長期化する中で保護者の負担軽減のため、６月から９月まで町立幼稚園及び

小中学校の学校給食の無償化を実施するために要した経費となってございます。小学校

で延べ１千５９８人、中学校で９１０人、幼稚園で１０６人分の実績となっております。 

 学校臨時休業対策事業７８万３千４３円は、３月以降の学校休業に伴いまして保護者

負担分の学校給食費の返還や食材のキャンセルに要した費用などに対する国の補助で、

これら費用を一時負担していた太子町学校給食会に対しまして補助をした経費となって

おります。 

 ８項文化財保護費、支出済額３千８３２万５千９９３円。 

 １目の文化財保護費、支出済額１千２４８万８千４７４円。 

 文化財保護維持管理事業１０３万６千６２９円は、文化財保護事務に要する経費とな

ってございます。 

 １０節の需用費の修繕費９４万３千８００円は、国指定史跡の鹿谷寺跡の解説用看板

の改修を実施しております。 

 次の伝統的建造物維持管理事業１４２万８千９５７円は、国の登録文化財となります

大道旧山本家住宅の維持管理に要する経費でございます。 

 次頁をお願いいたします。 

 国指定史跡二子塚古墳保存整備事業１千２万２千８８８円は、国指定史跡二子塚古墳

の適切な保存管理と、住民の歴史学習や観光資源として活用を目指した二子塚古墳の整

備に要する経費となってございます。内容としましては、整備に伴う検討委員会の委員

報償費、旅費及び食糧費のほか、１２節委託料は石室周辺の発掘調査、全体整備の基本

設計及び計画地内にございますサクラの老木の樹木整備並びに整備予定地内の除草業務

等の委託料となっております。 

 ２目歴史資料館費、支出済額２千５８３万７千５１９円。 

 歴史資料館運営事業８３万１１８円は、資料館の運営に要する経費となっており、１

０節需用費の印刷製本費は、資料館刊行物の再版印刷に要した経費となっております。 

 次の歴史資料館維持管理事業２千４２６万２千２１１円は、会計年度任用職員５名の

報酬及び資料館の光熱水費や設備の補修委託料、施設の維持管理に要する経費となって

ございます。 
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 次頁をお願いいたします。 

 １４節の工事請負費１千７８１万３千４００円は、一昨年に故障しまして、来館者に

非常にご迷惑をおかけいたしました空調設備の更新工事となってございます。館内全て

の空調設備を更新したため、一定期間、閉館をして施工を行いまして、６月末には竣工

をしてございます。 

 企画展事業６３万５千１９０円は、昨年の１０、１１月に開催をしました企画展、叡

福寺聖徳太子御傳絵、近代絵画に見る聖徳太子の開催に要した経費となってございまし

て、企画展の展示資料の借受けに伴います美術品梱包輸送費及びパンフレットの印刷費

が下の支出となってございます。なお、期間中の来館者は、１千９８人となってござい

ます。 

 次の新型コロナウイルス感染症対策事業１１万円は、コロナウイルス感染症対策とし

て、来館者の体調管理のためのサーマルカメラ１台の購入費となってございます。 

 続きまして、少しお戻りいただきまして、６４、６５頁をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１０目企画費の東京２０２０オリンピック聖火リレー

運営事業、支出済額４３７万３千６００円は、４月に実施予定でありました東京２０２

０オリンピック聖火リレーの運営業務委託費でございます。当初、令和２年４月１５日

に予定をされておりました聖火リレーに対し、１千２００万円の予算を計上しておりま

したが、オリンピック本大会の延期に伴い、聖火リレーも１年延期となったため、作成

済み計画書や予告看板、チラシ等の費用及び警備員、機材などのキャンセル費などの先

行投資経費のみを精算し、支出をしてございます。 

 なお、財務につきましては、本年、令和３年度に実施した聖火リレーの経費として繰

越しをしております。 

 次頁、６６、６７頁をお願いいたします。 

 一番上段のところ、新型コロナウイルス感染症対策事業、生涯学習課配当分１０６万

２千５００円は、コロナウイルス感染症対策のため、利用制限を余儀なくされた各種施

設利用者に対しまして、ウィズコロナの「新しい生活様式」への変容を促す意味で実施

をしました公共施設使用料助成金でございます。補助率は、各施設使用料の５０％で、

総申請件数は１５８件ございましたが、そのうち９割が総合スポーツ公園利用者となっ

てございます。 

 以上、教育委員会所管に係ります歳出の説明を終わらせていただきます。 
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 引き続きまして、歳入のご説明をさせていただきます。 

 決算書の２４、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、３目教育費負担金、１節の教育総務費負担金、

収入済額４１万８千２７０円は、日本スポーツ振興センター掛金の保護者負担金で、幼

稚園児３５名、小中学生分９９０名分となってございます。 

 次頁、２６、２７頁をお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料、１節の教育財産使用料、収

入済額２万５千７４０円は、学校敷地、総合スポーツ公園、資料館の電柱の１３本分の

占用料となってございます。 

 ２節の保育料、収入済額６２万６千６５０円は、町立幼稚園で実施をします預かり保

育の利用料で、延べ２千７４２名のご利用がございました。 

 ３節の総合スポーツ公園使用料、収入済額６８３万４千９００円は、総合体育館、テ

ニスコート、総合グランドの使用料で、利用者は総数９万５千９８２人となってござい

ます。 

 ４節の文化財使用料、収入済額５万３千９００円は、大道旧山本家住宅の入館料及び

使用料で、入館者総数は６２４名、そのうち有料入館者数は４４９名となってございま

す。なお、施設使用料として計上しております９千円は、ＮＨＫのテレビロケでの使用

料となっております。 

 ５節歴史資料館使用料、収入済額３８万９千１６０円は、竹内街道歴史資料館の入館

料で、入場者数は２千７７５人となってございます。 

 ３０、３１頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、１節の学校費補助金、

収入済額５千５９１万６千円。 

 就学援助補助金３万５千円は、小中学校の要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援

助補助金となってございます。 

 次の公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業費補助金１千５２２万６千円は、公

立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業として措置をされましたＧＩＧＡスクー

ル構想に係ります町立小中学校のネットワーク環境整備に対する補助金となってござい

ます。 

 この次の公立学校情報機器整備費補助金３千９０万８千円は、同じく国より措置をさ
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れましたＧＩＧＡスクール構想に係ります児童生徒のタブレット端末整備に対する補助

金となってございます。 

 学校保健特別対策事業補助金１５９万５千円は、新型コロナウイルス感染症に係る学

校教育活動継続支援事業として、感染症対策に必要となる物品等の購入に係る補助金と

なっております。 

 学校施設環境改善交付金、繰越明許費分８１５万２千円は、明許繰越しを行いました

磯長小学校トイレ改修事業に対する国庫補助金となってございます。 

 ２節幼稚園費補助金、収入済額９８万５千円は、幼児教育の質の向上のための緊急環

境整備事業によるコロナ感染症対策に要します保健衛生用品の購入等のための補助金と

なってございます。 

 ３節社会教育費補助金、収入済額３２５万３千円は、国指定史跡二子塚古墳整備事業

に対する補助金となってございまして、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金９７万５千円。

内容は、発掘調査補助委託料１９５万１千円に対する５０％、及び史跡等総合活用整備

事業費補助金２２７万８千円。これは、内容としましては、委員報償費、整備の基本設

計策定業務委託費及び樹木整備に係ります費用４５５万６千２００円に対する５０％と

なってございます。 

 次頁をお願いいたします。 

 一番上、４節保健体育費補助金、収入済額５８万７千円は、学校給食費の学校臨時休

業対策事業に対する補助金で、補助率は４分の３となってございます。 

 次に、３６、３７頁をお願いいたします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、８目教育費府補助金、１節の教育総務費補助金、収

入済額９万５千円は、文化財保護事務の移譲事務に係る交付金となってございます。 

 ３節の保健体育費補助金、収入済額３千１００万円は、学校給食調理業務に対する大

阪府市町村振興補助金でございます。 

 次頁、３８、３９頁をお願いいたします。 

 ３項府委託金、６目教育費府委託金、２節の教育総務費委託金、収入済額１万２千円

は、学校基本統計調査事務の委託金でございます。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、２目太子まちづくり「夢」基金繰入金、１節の太子

まちづくり「夢」基金繰入金、収入済額７８９万円は、９９万２千円が町立中学校の英

語検定試験検定料補助金、９０万円は山田小学校教育振興事業のグランドピアノ購入事
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業、５９９万８千円は、オリンピック聖火リレー運営事業への充当財源としての基金繰

入金となってございます。 

 ３目ふるさと太子応援基金繰入金、収入済額１５０万円のうち１００万円は入学祝い

品贈呈事業への充当財源としての基金繰入金となってございます。 

 ４目公共施設整備基金繰入金、１節の公共施設整備基金繰入金、収入済額１億７千９

６６万３千１０９円は、生涯学習施設整備事業及び給食センター改修事業の充当財源と

しての基金繰入金となってございます。 

 次の４０、４１頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、３項雑入、１目雑入、２節の雑入のうち、教育委員会に関する交付と

しまして、上から５行目の資料館刊行物売却代２４万５千７０９円は、歴史資料館等で

販売した冊子等４９８冊の売上収入。 

 下から３行目、山田小学校太陽光発電売電料５万９千４７３円は、小学校体育館の屋

根に設置をしてございます太陽光発電の関西電力からの買取り収入となってございます。 

 その下、電気代、山田小学校登下校システム５５円は、山田小学校に設置をされてご

ざいますＩＣタグ登下校管理システムの電気使用料収入となってございます。 

 一番下の緑の募金運動連絡調整事務費１千２００円は、募金運動に係ります各学校に

対する事務連絡経費でございます。 

 次頁をお願いいたします。 

 １行目、コピー代、公民館分１万５千５２０円は、公民館利用者によりますコピーの

使用料でございます。 

 ２行目、電気代、総合体育館５万４千円は、体育館に設置をしております自動販売機

２台分の電気代でございます。 

 ３行目の電話代、総合体育館３７０円は、体育館内設置の公衆電話１台の電話代収入

でございます。 

 ４行目のコピー代、図書室分５１０円は、図書室利用者によりますコピーの使用料と

なってございます。 

 少し離れまして、真ん中辺り、１５行目、オーパス登録更新料２万２千３００円は、

オーパスの全登録者１４４人のうち、新規登録２０名分と更新の登録あります４１名分

の更新料となってございます。 

 ４行ほど下になります。１９行目のデマンド監視業務一部サービス未提供払戻金３万
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３００円は、電力の使用状況の確認のためのサービスでありますデマンドウェブサービ

スが設置事業者の登録手続きが滞っていたために、データ閲覧ができなくなっていたこ

とによるサービス未提供の払戻金となってございます。 

 下から３行目、生涯学習施設等建設工事に伴う仮設用電源及び水道代１３万９千４１

３円は、本工事の現場作業に必要な水道及び電気代で、徴収に先立ちまして、施工業者

と締結をしました協定に基づき徴収をしているものとなってございます。 

 ２２款町債、１項町債、２目教育債、収入済額２億６千万円。 

 １節の保健体育債、収入済額２千４９０万円は、総合スポーツ公園改修事業。 

 ２節の学校債、収入済額２千９９０万円は、小学校トイレ改修事業で１千６３０万円、

ＧＩＧＡスクール構想に伴います小中学校通信ネットワーク環境整備事業で１千３６０

万円。 

 ３節の社会教育債、収入済額２億５２０万円は、生涯学習施設等整備事業１億８千９

９０万円、及び歴史資料館改修事業債１千５３０万円で、それぞれ各事業に係る町債発

行分となってございます。 

 以上、教育委員会の所管分に係ります歳出・歳入の決算の説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長 ただいま、教育委員会関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

午後 ２時１２分 休 憩 

                                        

午後 ２時２５分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開いたします。 

 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○ 本（博）委員 ４３頁、お願いいたします。 

 生涯学習センター整備事業ですか。今、ちょっと僕、見ていたんですけれども、土間

というのか、床が打たれ出してきて。本当にここまで熱中症とかいろんな部分の対策取

りながら作業されてきたと思うんですけれども、安全・安心という部分で、絶対いろい

ろ外には事故があったとかそういうのは聞いてないんですけれども、その点、どうだっ

たんでしょうかね。 
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○鳥取生涯学習課長 工事の内容につきましては、もちろん安心・安全を第一にやってお

ります。毎朝、８時前に全員の朝礼もやって、安全確認とかやっておりますし、大きな

会社ですので、月１回程度、安全課みたいなのがございまして、それの安全パトロール

というのも。たしか、昨日もずっとやってたように思います。 

 そういう関係で一番怖い落下ですね。足場から落下とかそういうような事故が一番多

いんですけれども、それについても危ない部分はないかという点検はずっとやっておる

ようでございます。 

 以上です。 

○ 本（博）委員 今のところ、大きな事故はなかったんですか。 

○鳥取生涯学習課長 はい、ございません。 

○ 本（博）委員 あと、今、床を打ち出しているという形で、工期的には順調にいって

いるんでしょうか。 

○鳥取生涯学習課長 現在、全体工事のうち３０％から４０％。今、３５％ぐらいの進捗

率でございまして、一応、３月３０日の竣工に向けて、今のところ順調に動いておりま

す。 

 以上です。 

○ 本（博）委員 大変な作業なので、絶対安心・安全で作業のほう、よろしくお願いい

たします。 

 次に、ずっと前から聞いていたんですけど、磯長小学校のトイレ改修で、今回、小学

校休み中にトイレ改修やっていただきました。本当にそれでいろんな小学校のお母さん

が大変喜ばれてて、子どもさんがようやくトイレできるようになったと。ちょっと意味

が難しいですけれども。そうやってトイレを気持ち良くできるようなったから、すごく

嬉しいですというような声を聞きました。 

 ただ、そのときに一緒に僕は言っていたんですけれども、トイレ作業のために幼稚園

側から入る門のところからそういう作業車が入ってたんです。それで、そこの道がちょ

っとその土面がくぼんでいると。すごく雨が校庭にたまってしまう。その作業が、一応、

この幼稚園のトイレ改修終了後やっていただくというのをお願いしていたんです。その

点に対してちょっとお聞きしたいんですけど、どうでしょうか。 

○正野教育総務課長 トイレ改修につきましては、言っているとおり夏休みに竣工しまし

て、一部、１階の教職員の使用するトイレについてだけ９月中まで残っております。 
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 ただ、今おっしゃっていただいたように、幼稚園側からの入ったところの水はけの問

題については、今後、改修する予定でございますので、よろしくお願いします。 

○ 本（博）委員 ということは、ちょっとまだ一部残っているというところで、まだ作

業車が入るということですかね。 

○正野教育総務課長 大きな作業は全て終わっておりますので、作業車が入る予定等はご

ざいません。 

 あと、９月はいろいろ行事等がございますので、学校行事と重ならないときに、作業

の計画を進める予定としております。 

 以上です。 

○ 本（博）委員 それで、お母さん方もそういう部分で、やはり子どもたちのそういう

遊び場というたらあれですけれども、やっぱりあそこ、こうやって今、大雨降ったりと

かしたら、すごく水はけが悪くて大変ということも聞いていますので、その点本当に皆

様の要望にできるだけ早く応えてあげてほしいなと思いますので、よろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（馨）委員 ４３頁の２１款諸収入、３項雑入、１目雑入、２節の雑入の上から３

つ目の総合体育館の件なんですけれども。電気代か電話代なんですけど、来年以降、ａ

ｕの電波塔が何かできるような感じと聞いていまして、その電気代とかというのは、町

に入ってくるんですか。 

○鳥取生涯学習課長 ａｕの電波塔に関する電気料ですかね。電気料に関しては一切入っ

てきません。 

○ 本（馨）委員 そうですか。すみません。 

○鳥取生涯学習課長 はい。 

 ただ、過去から、体育館の中についてａｕの電話が入らないという苦情がずっとあり

まして、私どももａｕにお話はさせていただいてたんですけれども、あれ、利用者から

の要望がないと動けないということがありまして、中々。前任の担当がａｕでしたので、

その者からも要望とかさせたんですが、それでも中々動いていただけなかったんですけ

れども、あるとき、当時のＩＴ大臣のほうが動いていただけまして、はい。そのＩＴ大

臣がａｕのほうに直接かけあっていただきました結果、すぐにａｕが動いていただいて、

電波塔を建てていただいたという経緯がございます。現在は、電波塔そのものは建って
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おりまして、あとは電気をこちらに送るだけ。電波の調整だけというふうに聞いており

ます。まだ運用にはもうちょっと時間がかかるということですので。 

○ 本（馨）委員 前ＩＴ大臣に感謝申し上げます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 すみません。６５頁の東京オリンピックの聖火リレーのことなんですけれど

も、現実には、実際にはできなかったですよね。その予算、お金組んでいた思うんです

けれども、幾らかお金は余ったと思うんですけど、その余ったお金は今後、どのように

されるのか。今、残してはおると思うんだけれども。 

 それと、もう一つは、帽子とかＴシャツが毎回たくさん作って、それも配分できなか

ったと思うんですけれども、それらはどのように保管するのか、どのようにするのか。

すみません。 

○鳥取生涯学習課長 オリンピック聖火リレーに関しましては、当初の予算で１千２００

万円させていただきました。そして、一昨年ですね。３月２４日に福島からスタートす

る前に中止になりまして、その時点で一旦１千２００万円で契約しておりましたのを、

ここに決算で上がっています４３７万３千６００円に変更させていただきました。残り

の７６２万５千円につきましては、一旦繰越しということにさせてもらいまして、１年

延期というふうに決まりましたので、その分で契約させていただきましたが、更に、４

月の７日に大阪スタート１週間前に中止が決まりまして。中止というか、公道での中止

が決まりまして、それで変更を更にさせていただきまして、４８４万円に。要は７６２

万５千円が４８４万円に変更いたしました。その事業費としましては、結果的には１千

２００万円であったものが、９２１万３千６００円となってございます。 

 もちろん、これでもう精算ですので、残ったお金２００万円強ですけれども、これに

つきましては、一切使う予定はございません。 

 それと、購入しました備品に関してですけれども、大きなところでは公認のウインド

ブレーカーと帽子になってございます。ウインドブレーカーに関しましては２３０ほど

作りましたが、元々これ、公道でのリレーに非常に協力的で、全学年を挙げて協力して

いただけるという話でして、上宮太子の学生さんにもうそのままお渡しして、何かのと

きに使ってくださいということで、お渡しいたしました。 

 それと、帽子に関しましては、これも聖火リレーの特注の帽子なんでございますが、

これに関しましては、これについても当時、ボランティアで参加予定でございました体
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育連盟及びスポーツ推進委員、それと青少年指導委員の方々に、そのままお渡しさせて

いただきまして、町の何かイベントごとがあるときはこれ、かぶってくださいねと。 

 それと、あと先日、パラリンピックの採火式というのが福祉センターで行われました。

そのときに一緒に来ていただきました障がい者団体の代表の方々であるとか、施設の

方々、その方々にも帽子のほう、お渡しして、記念にということでお渡しさせていただ

いております。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございました。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 ＧＩＧＡスクール構想において小学校、中学校でネットワーク環境の整備、

そして端末の機器の購入も終わったわけなんですけど、これ、去年のどの辺りで完全に

工事が終わって、子どもに渡して、稼動はいつから始められたのかということであれば、

経緯をちょっと教えていただきたい。 

○正野教育総務課長 環境の整備につきましては、令和２年度中に行いまして、端末が全

部子どもたちの手に行き渡ったのが、令和２年度の末でございます。よって、稼動につ

いては、子どもたちが実際に授業で使えるようになっているのは、令和３年の４月に入

ってからでございます。 

 以上です。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 １７５頁お願いします。 

 新型コロナウイルス感染症対策のことで、学校給食がなくなってから９月の３か月間、

無償になったということ、聞いております。一応、その形は終わったと思うんですけれ

ども、やはり保護者の方もかなり喜んでおりますし、お家では子どもが２人も３人もお

る家庭ではかなりの支出になると思うんです。やっぱり家庭も今、かなり厳しい家庭が

増えてきていますし、できたら太子町としても、これからも。これで一旦終わりではな

くて、今後また続けて学校給食無償化になるようにお願いしたいなと思うてるんですけ

れども。 

○正野教育総務課長 給食の無償化につきましては、今年度においても新型コロナの交付

金を活用し、この８、９月から１２月までの２学期の給食費の無償化を引き続き行う予

定でございます。 
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 おっしゃられたような給食の無償化については、６月の一般質問でもご答弁申し上げ

たとおり、多額の費用が町の単独経費として必要となることから、引き続き成果の優先

性を見極めながら、公会計に対する国の動向などにも注視しながら、無償化の範囲や規

模、内容等、実現に向けて検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございます。 

 もう一つ。１００頁、１７７頁、お願いします。 

 歴史資料館のことなんですけど、すごく些細なことなんですけれども、これ、できた

当時はたしか、山田小学校の子ども、地元の子どもはただで入れたような私、記憶ある

んです。ところが、今は何か入館料が必要なのか、幾ら払うのかというところ、ちょっ

とお聞きしたいんですけれども。 

○鳥取生涯学習課長 現在でも町内の小学生は無料となってございます。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）委員 １７７頁。すみません、二子塚古墳なんですけれども、この前、こち

らのほうに行ったんですけれども、あまり進展というたら言い方がおかしいかもわかり

ませんけれども、きれいに整備というか見れるんですが、ただ、今からまたどういう現

状で、どういうところから整備されていくのかなというのをちょっと。もし分かりまし

たら、教えていただきたいんですが。 

○鳥取生涯学習課長 二子塚古墳につきましては、あの今の状態から元のあった古墳のよ

うに復元していくのと保存していくのと。それとうまく活用していく。それを子どもた

ちに見ていただくという。この３つの柱がございます。今現在はもう何もしておらない

状況ですけれども、中々整備と言っても、普通の公園整備みたいにきれいに重機でばん

とやっていくわけにはいきませんので、中々古墳整備というのは難しいところがござい

ます。元々あった形の根拠がないと、中々その復元にできないという難しいところがご

ざいますので、そのために過去、ずっと何年間か続けて確認調査業務というのをやって

おりました。あらかたのこういう形であったであろうという形が見えてまいりましたの

で、来年以降にそこから着手していくということでございますが、最終的には１年で一

気にできる規模ではございませんので、やっぱり最低でも３年、４年はかかりながら、
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予算等見合いながら整備していこうかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○ 本（博）委員 当然、観光の方も来られると思いますので、いつも言っているみたい

なんですけど、トイレとかのきれいな整備、そこら辺のところもまた。本当に来て良か

ったと。太子町にはここがあるという部分を入れていけるような形で進めていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○山田委員 さっきの関連なんですけど、総事業費は何ぼぐらい考えてはります。 

○鳥取生涯学習課長 すみません。今現在、令和２年度までで１億２千万円ほどかかって

おりますが、今度、整備そのもので、あるいは１億から１億５千万円というレベルかか

ってくると思いますので、そのトータルで、約３億円弱ぐらいあるというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○山田委員 ありがとうございます。 

○鳥取生涯学習課長 できるだけ予算の削減には努めてまいりますので。一応、概算とい

うことでご理解いただけたらと思います。 

○山田委員 はい、ありがとうございます。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 ＧＩＧＡスクール構想もあって、学校ＩＣＴも進んで、インターネットも学

校ではつながるようになったんですが、このコロナが続く中で今、学校行っていますけ

れども、子どもから大人にもうつるという中で、大阪市内の中で学級閉鎖とかも起こっ

ているみたいですし。このタブレットを使って、少し授業みたいなことももしかしたら

あるのかなと思うんです。そのときに、このことに限らず、ここ１、２年の間にまたそ

うやって宿題はもしかしたらタブレットでしましょうとか、そういうことになるかもし

れないと思ったときに、やっぱりお家の環境がいろいろありまして、必ずしも皆さんＷ

ｉ－Ｆｉが通っているわけでもないし、パソコンもついているわけでもないと思ったと

きに、だから、子どもの貧困ということもあるし、このコロナ禍でタブレットが急速に

みんなの手に渡っていることもあって、Ｗｉ－Ｆｉ環境のないところに対しても補助を

出すという自治体も出てきているんですが、そういった今後のことを考えて、太子町で

も、どの子も持って帰ってやれと言われたときにできるような環境整備を進めようと思

ってます。 
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○正野教育総務課長 今のご質問でございますが、ルーターの整備を今現在、補助を活用

しながらできないかということで、検討中でございます。それに先立ちまして、家庭で

の持ち帰りのためのルール化の作成や、おっしゃられたように家庭のＷｉ－Ｆｉの環境

がどこまで各家庭であるのかというような詳細な調査につきましても、今現在準備を進

めているところでございます。 

 以上です。 

○西田委員 タブレットで何かをするのが全ていいか悪いかも悩みなんですけれども、頼

らざるを得なくなったときに、そういう環境で勉強できる子とできない子がならないよ

うには今からちょっと研究進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続けまして、今言うたコロナ感染症ですけれども、子どもから大人。子どもはうつら

ないみたいな話だったんですけど、変異株が出てくる中で、学校、近場では保育園であ

ったりもしましたし、ちょっと前は学童。幸いにはクラスターということになってない

んですが、今後そういった状況も、もしかしたら起こるかもしれないではないですか。

そうなったときに、太子町としてどうしていくのかというのを教えていただきたいんで

す。 

 学童保育で起こったときに、同じクラスにいてるお子さんお持ちの親御さんは、みん

な濃厚接触者でやってもらえると思ったら、当初はそうはなってなかったみたいで、み

んな大丈夫です。マスクしてたら大丈夫。管理していたら大丈夫。先生と１時間以上一

緒にいてなかったら大丈夫みたいな感じで言われたけれども、それで晩ぐらいに。やっ

ぱりそのクラスの子はみんなちょっとＰＣＲ検査しましょうというほうに変わったみた

いなんですが、皆さん、心配やないですか。発症していなかったら、無症状であったら

分からないということもあるので、水ぼうそうみたいにうつりやすいともいう中で、小

学校とか中学校で、幼稚園でも、もし出てきた場合に、全員ＰＣＲ検査をする覚悟があ

るのかということをちょっとお尋ねします。 

○矢野学務指導担当課長 今お尋ねの件で、まずは感染者が出たとき等のことも検討して

いくべきという話なんですけれども、保健所の疫学調査がございまして、それにのっと

って保健所の指導にのっとって、ＰＣＲ検査ということをしておりますので、全く疑い

がない者に対してのＰＣＲ検査というのは、恐らく保健所からはないかなというふうに

思っておりますが、ただ、どこまでの範囲がという分については、今現在、この新型の

また新たな変異株の状況等を鑑みながら、府からの要請等も鑑みながら、検討していき
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たいというふうに考えております。 

○西田委員 府はしませんよ。それと、保健所ですけれども、保健所は決められたところ

だけ言うではないですか。学童のことを心配したら、本当にそのクラス全部やってもら

ったこともありがたいぐらいの話みたいですけれども、それすら最近。最近、保健所が

「出ました」と言ってから来てくれるのに２日、３日待たされると言うんです。その間

に動いているわけではないですか。そのクラス、その１０人だけだとしても、その人た

ちは発症してない。動いてて、動いている間にどんどん、どんどんうつっている状況や

から、そんなゆっくりしてたらあかんと思うんです。それで皆さん学校とか行きだした

ら、親子、子どもも兄弟関係、お家に帰ったらおじいちゃん、おばあちゃん。もしかし

たら基礎疾患持っている方がいらっしゃるかもしれん。子どもはそんなに重症になれへ

んかもしれんけど、親御さんにうつったら、もう途端に重症化もすることもありますし、

子どもさんから親御さんうつって、亡くなられた方もいらっしゃると聞きますから、や

っぱり皆さん、心配やと思うんです。検査して何もなかった。それこそ嬉しい話なので、

太子町としても動いてほしいと思いますし、それですら保育所でそういうことがあった

とき、当初、その学年だけみたいなことを言っていましたけれども、保健所がそうであ

っても、園はそれぐらいやっぱり心配やなということで、園はお金を出してＰＣＲ検査

をしたと聞きますので、太子町として保健所の言うとおり待ってたら、もしかしたら大

阪府がやってくれるかもしれないという態度でいいんですか。 

○池田教育次長 西田委員のご心配なところは、一般の方が心配されてごもっともなこと

ですけれども、その辺の状況については、まだ最近変わりつつありまして、疫学調査も。

保健所が当然対応するなら、当然時間も、検査を受けるのもかかりますので、その辺を。

判断基準はある。学校にこういう人は濃厚接触になりますよの基準をつくりながら、学

校の調査を基に保健所が相談を受けながら判断するような動きも出てまいりました。こ

れについては、時間を置かずして、できるだけ疫学調査を進めようというような動きの

基に進められておるところでございます。そこについては、できるだけ迅速な形で対応

できるように私どもとしても準備を進めたいなというふうに思っています。だから、Ｐ

ＣＲ検査につきましても、いかんせん検査機関の関係もございます。私どもも中々そう

いう検査機関知り得ない部分もございます。府のほうでは、もう契約検査機関みたいな

のもございまして、順次、そこの枠を持っているようでして、もし学校でそういうこと

が起こった場合は、まとめて府のほうの検査機関で検査するようなことも進められてい
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るというふうな情報も入ってきておりますので、その情報も鑑みながら、今後、町での

対応も進めたいなというふうに思っていますので、ご理解のほど、お願いしたいと思い

ます。 

○西田委員 太子町で持てとは言いませんけれども、関空があるところ、泉佐野市やった

かな。心配やということで、そういう検査をするのは１億円の機械でできるらしいんで

す。ただ、うちよりも大阪市なんかもっと大変やから、それぐらい買ってやったらいい

んではないかなと思うんですが、それより大きい大阪府ですからね。大阪府が何かやっ

てくれるんではないんかなではなくて、大阪府にうちの子たち心配やし、世の中の子た

ち、みんな心配やから、大阪府が率先して検査。もう本当に検査を軽視してきましたか

らね。ここに来てそんなこと言っていたら、どんなに広がるか分からへんのですから、

検査体制をしっかり取ってくれて、全部のクラス、全部の学年、希望する保護者の方も

受けれるように、大阪府が体制を取るようにというのを求めつつ、太子町としてどうす

るかということはきちんと考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続いて、太子町もこれ、先見の明があったなと思うのが、自宅療養など応援パック。

これ、誰がどうやって手に入れるんやろうと思って。保健所に伝えてて、保健所が名前

言ってもいいよと言うたら届けますみたいなやつを利用する人はどんだけいてるのかな

と思ったら、足らなくって、予備費でまた増やしたりもしてて、今年度もまたついてい

ますが、当初はひとり暮らしで近所に誰も知り合いいてなくて、誰も持って来てくれへ

んような人、高齢者２人暮らしの人とかいうのを何か想定してた話なんですが、これで

もう悲しいかな、そういう学校からで、家族間の中で陽性になって、でもホテルにも入

られへん、病院にも入られへん状況ではないですか。お家でというところに。そこが５

人家族であったら５つでも６つでも届けるようにはなっているんですか。 

○子安健康福祉部長 すみません。質問がよく聞こえなかって、申し訳ございません。 

 療養パックの関係につきましては、一応、１家族４人の想定で、１人当たりの一定金

額の上限を設定させていただいております。それに応じて家族の人数であるとか、療養

の状況、ご本人さんの希望ですね。「私は牛乳は要らない」とか「それだったらカップ

麺のほうがいい」とか、こういう物が欲しいとか、いうようなご希望を聞きながら、品

目のほうも選定しながらお出しするというような形を取らせていただいております。 

○西田委員 それを本当に手抜いて、テレビでやってたら、大阪市なんかであったら、お

弁当を玄関先にぽいっと置いて、ピンポンもしてくれずに置いていって、夏場も開けた
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ときには腐ってたとか、そういうのもあったんですが。東京なんかでもありますよと言

うたら、カップ麺だけ入ってて、こんなん食べていくほうが病気になるわみたいなやつ

を作って行ってますけれども。メニューがこういうのありまして、ご飯が「サトウのご

はん」みたいな入っているのかな。それを見ても一応考えてくれてはるし、赤ちゃんい

てる人のためにミルクがあったりとか。そういうのも牛乳要らんかったら要らん、要る

のであったら要るとか、そこまで考えてくれているやつが太子町で、担当課は違うけれ

ども用意しているというのは、学校でこれから起こるかもしれへんかったら、太子町で

もしそんなことがあったら用意していますよというのを広報あってもいいと思うんです。

私も住民さんとしゃべってて、なったとき、どうしたらいいのやろうって。そんなんあ

れへんのかなって。いや、太子町はもう大分前からそれ、あるよと言っても、いざなら

ん限りは知らないことですし。それは安心してと言うたらおかしいですが、大阪府は

中々ね。ホテルにも病院にも入られない状況の中で、太子町は太子町としてできること

をやっているんやということは、広報でちゃんと知らせていただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 １４５頁の適応指導教室のほうなんですけれども、もうこちらのほうで学校

に行けなくて、この適応指導教室に通っている子どもさんはどれぐらいの人数がいて、

その成果が出て、学校に帰れたとかいうふうな。行けれるようになったとかというふう

な実績等教えていただけたらと。 

○矢野学務指導担当課長 前年度につきましては、３名の入室生がいまして、最後は中学

校３年生につきましては、卒業式を迎えることができたということで。小学生もまた、

これ中学校のほうに上がりまして、中学校からはまた心機一転通うという形を取れてい

るということです。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 続きましてなんですけれども、先ほどちょっとそれぞれの小中学校の児童生徒数のほ

う、個別で聞いていたんですけれども、やっぱり減少傾向というのをずっとこれからも

続いていくのか、そんな状況を教えてもらえたらと思います。 

○正野教育総務課長 令和３年４月時点で想定しております磯長、山田の児童生徒数並び

に学級数の児童なんですけれども、やはり令和４年度で４１６人。これ、あくまでも令

和３年４月時点です。山田小学校で令和４年で１８８人。令和５年で磯長小学校４２０
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人。山田小学校で１８９人。若干、住宅等の開発等で人数の増減はあるかもしれません

が、引き続き人口を何とか増やしながら、子どもたちの数を減らさないような方策、太

子町全体として考えながら、教育委員会といたしましては、児童生徒数の適確な把握に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 以上です。 

○森田委員長 ほかに。 

○西田委員 １４４、１４５頁に載っています入学祝い金贈呈事業と新入学応援緊急給付

金。この新入学のほうは人数言ってくれましたけど、改めて。この人数について教えて

ください。小学校１年生と中学校１年生に渡していると思うんですが。 

○正野教育総務課長 入学祝い金の制度についての対象者でございますが、新１年生で１

１１人、新中学１年生で１３２人、合計２４３人に、それぞれ小学校で図書カード５千

円、中学校で図書カード１万円でございます。 

 それに対しまして、太子町新入学応援緊急給付金につきましては、新小学１年生で１

０８人、新中学１年生で１３０人、合計２３８人に対しまして１世帯３万円の給付金と

なっております。 

 なお、この対象者の人数でございますが、入学祝い金につきましては、基準日が令和

２年４月１日現在に新入学をされる方の児童生徒数で基準日として数を把握しておりま

して、新入学応援金給付金につきましては、ちょっと間違っておりまして、令和３年４

月１日に新小学１年生、新中学１年生に就学する子どもさんの数でございますので、若

干の数字の違いがございます。 

 以上でございます。 

○西田委員 ということは、もう４月１日現在から４月の入学式に新１年生の入学式に座

っているお子さんと中学１年生の座っているお子さんは、全員その新入学応援緊急給付

金が届いているということになるんですか。 

○正野教育総務課長 はい、そうです。 

○西田委員 良かったです。 

 その前のやつは、図書券の方から数が減ったのは出ていく人もいらっしゃったのかな

という数字だと思うので、皆さんに届いているというのはありがたいことだと思います。 



－１４６－ 

 それでいきますと、高校生も学習応援商品券出したりとか、大学生にも３万円でした

っけ。給付したと思うんですけれども、今もコロナ禍は続いているではないですか。同

じような何か。昨日でしたか、別途載っていましたが、あまり個人に給付するのはよろ

しくないみたいな話もあるみたいなんですけれども、大学生の皆さん、太子町の小学校、

中学校、高校行って、大学行った子たちが。教育長なんかも大きく育っている、頑張っ

て学校行っているなというのをこのことで知れてということも喜んでいらしたので、違

った形で。それで学校行っていくのも、下宿している方も大変やと思うんですけれども、

考えていることありますでしょうか。 

○池田教育次長 このコロナの状況がいつまでどのような状況で続くのかがというところ

が一番問題でありますし、今後も国の交付金等が出てくるのかなというふうに思ってい

ます。もちろん国の交付金の活用については一定制限もございますので、そこら辺も考

慮しながら、困っている人たちといいますか、ある程度応援できるような形での給付が

できるものがあるなら、それも考慮を入れながら、よその枠の中で検討はしてまいりた

いなというふうに考えてございます。 

○西田委員 本当に子どもたちはやっぱり３密を避けて、お友達と遊びたくても遊びづら

いなとか、いろんなストレスも抱えていると思いますので、それも給付で補えるわけで

もありませんけれども、少しでもこのコロナ危機をみんなで、家族で乗り切れるように、

教育委員会としてできることはお願いしたいと思いますので、いろいろ知恵出して、頑

張っていっていただけたらと思います。 

 最後に、生涯学習施設のことをお尋ねします。 

 生涯学習施設は予定どおり側はできていくと思うんですけれども、あと外見よりもこ

れ、中身が大切だと思うんです。公民館機能をどうするのか。特に今までなかった図書

館ができるということでは、これまでにも何度も図書館の中身については協議会を立ち

上げるとか、本当に本に携わっている人を呼んで、太子町の図書館、どうしたらいいの

というのを聞く場を設けてほしいとお願いしていたんですが、ここに来てもう間際では

ないですか。そういった協議会を立ち上げるという計画はあるのでしょうか。 

○鳥取生涯学習課長 生涯学習施設にできる図書館につきましては、本来であれば、今、

西田委員おっしゃったようにオープン前にいろんな意見を聞いて、図書館をつくってい

くというのが本来の姿である。図書館協議会もそういうものであるというふうには認識

しておりましたが、すみません。つくることにはつくるんですけれども、本来であった
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施設整備前にやりたかったんですけれども、何分私も能力不足でちょっとそこまで手が

回らなかったというところもございます。ですので、取りあえずオープンは今の現状の

書籍の割合ですね。児童書が何％、歴史は何％という、そういう割合をキープしながら、

蔵書を増やさせていただきまして、オープンしてから、これからどういうふうに進めて

いくという形で図書館協議会をつくって、進めていきたいなというふうには考えており

ます。 

 以上です。 

○西田委員 オープンはいつなんですか。 

○鳥取生涯学習課長 一応、令和４年の夏頃。詳しく言いますと８月、９月ぐらいをめど

にというふうに考えていますが、当初話がありました次の文化祭を新しく施設で迎えら

れるというスケジュールには間に合うように、今、考えてございます。 

○西田委員 ということは、今から１年後オープンであったら、それまでになぜ、できな

いんですか。 

○鳥取生涯学習課長 選書という作業は、そう簡単には中々いかないものでございまして、

本来であれば図書館協議会でどういう本を増やしていくというのをまとめて、それで、

それに見合った本を選書していくということでございますが、その選書にはやっぱり１

年ぐらいかかります。当初予算でこの年３千万円をつけさせていただいておるのは、そ

の選書の作業プラス本の購入費も込みの金額でございますので、それにつきましては、

もう現在図書館流通センターと契約させていただきまして、選書作業を今のうちも司書

３名と膝を突き合わせながらかなりタイトなスケジュールであるというところで、そこ

ら辺を進めておりますので、中々、「はい、これ買うよ。これでオープンよ」というわ

けにはいきませんので、ちょっとお時間いただけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○西田委員 中々それは。本が好きとか、お話広場でお話をしている方が全ての本のこれ

がいいですよなんて紹介ができるとは思っていないんです。並べ方。あのレイアウトか

らそんな外れへんと思ったら、並べ方であったりとか、こういうふうに。こんなお話広

場、月、水、金しましょうとか。子どもたちのためにいろんな読書感想文会をしましょ

うとか、そういう一個一個の中身。本が並んでたら図書館にはなりますし、いい本、そ

ら並べてくれたらいいんやけど、そこで読まなあかんし、そこで楽しむと言ったらおか

しいけれども、という環境をつくるのに住民さんの話を聞いてほしいという意味でもこ
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れまで言ってきて、考えますというのが、開けてみやんとやりませんではちょっと話が

違うと思うんですけど。いや、別に本を選べって、そんな本を選ぶことなんてとても難

しいと思う。どういう図書館にするかという、そういうイメージ。それを話し合うのに

１年もあれば十分議論交わせるんではないですか。 

○鳥取生涯学習課長 ただ、私、今考えておりますのは、今、図書館をオープン。目の前

に何もない状態でオープンするよりも、一旦そこでオープンさせていただいて、入って

もらって、こういう今、図書館ができました。こういう並びの本ができました。さあ、

一度見てください。いわゆるたたき台みたいなもんですけれども、それを見ていただい

て、ここが足りないんやね、あそこが足りないんやねというご意見を頂戴しながら、新

しいどんどん良い図書館に変えていくというのも１つの手法やと考えております。 

 以上です。 

○西田委員 見に行ったところが良過ぎたのかもしれませんが、熊取町の図書館、とても

立派で、あれ建てるのに何年かかったと言うたかな。そういうぐらいに積み上げて、積

み上げて、積み上げてできた図書館に、最初から携わってきた人は愛着を持っていて、

ずっと図書館のいろんなことに携わって、あの図書館の入り口で。何やろう。物を売っ

たりとか、いろんなことをしたりしてたん違うかな。私らがつくった図書館やというこ

とで熊取町の図書館が今あるというのですが。ちょっと何となく認識が違うなと思うん

ですけれども。 

 本は並んでいる。本はあるんや。その本を手に取って、見るというところにどうやっ

て誘うかということもありますし。１年あったら、そういういろんなことを聞く場はあ

ると思うんですけれども、始まらん限りしないという方向なんですか。 

○鳥取生涯学習課長 今のところ予定ではその形で進めようと思っております。 

 確かに今、議員のおっしゃる「私らがつくった図書館」という言い方もありますけれ

ども、「私らがつくっていく図書館」という言い方もできると思うんです。悪いところ

はどんどん直していこうというふうなところで考え方もあると思いますのでそういう方

向で私どもはやっていこうかなというふうに考えていますので、ご理解いただけたらと

思います。 

 以上です。 

○西田委員 教育委員会が携わっていることですけれども、ちょっといろいろあったでは

ないですか。住民さんの中にも図書館なんて必要ないという声もあったんです。それは
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届いているかと思うんですが、やっぱり太子町の文化ということでは、図書館があると

いう町で。聖徳太子の町ですし、あるべきやなと思って私たちはやっぱり図書館をとい

うのを言い続けて、やっと形になるんですが、教育長、それで。 

 町長にお尋ねします。 

 それでいいんですか。みんなでつくり上げる。町長かってこれだけのお金がかかるこ

とで、いろいろ町議時代の思っていたことと町長になってから考えることもあって、一

旦ちょっと立ち止まりもしはりましたけれども、さあ、やっていこうという図書館が、

取りあえずつくっちゃって、まあ、できたから、これからちょっと手を入れてという、

こういうスタイルでいいんですか。 

○田中町長 正直言いまして、今までも、この建物を期限内にしっかり造っていく、そう

いうことに注力していたというかね。いっぱいいっぱいでそこにまず取り組んでいたと

いうのが、まあまあ実情です。ここにきてやっとその中身、内容。それで、またオープ

ンの日なんかも具体的に決めていかないかんと中で中身について、これからまた考えて

いかなくちゃいけないということでございます。そういった中で、いろんな、またこれ

からご意見があろうかと思いますので。課長は課長の思いはあると思うんですけれども、

そこらのことも考えながら、今後、どういう形がいいのか、ちょっとまた検討させても

らいます。はい。よろしくお願いします。 

○西田委員 よろしくお願いします。 

 もう子どもなんかになったら、それこそ、この本を置いてほしいとかではなくて、こ

んな図書館にしたいというイメージだけでもいいではないですか。森田委員長なんか、

子どもがこんな図書館にしようやというような声もあったし、そんな声、一通り。もう

ある程度コーナー分けとか考えていますけれども、でも飾り１つ取って、「ああ、私が

言うたことがここにあるんや」とか住民さんが思うように。そんな図書館になったほう

がいいと思うんです。町長もみんなの声を聞きながら、ちょっと考えていけたらみたい

におっしゃってくれましたので、みんなが喜べる図書館であり、公民館機能を備えた生

涯学習施設にしていただきたいと思いますので、幸い１年間。ほぼ１年あるんですから、

そういう時間を取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、教育関係についての質疑を終わります。 
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 これで、一般会計決算認定の質疑は全て終了いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

○西田委員 認定第１号、令和２年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、反対の

立場で討論を行います。 

 ２０１９年１１月末頃に発生した新型コロナウイルス感染症は、いつ収束するのか先

が見えない状況です。国が臨時休校を要請したことから、学校は２０２０年の３月２日

から、また、緊急事態宣言が令和２年４月７日から５月３１日まで適用されました。そ

れに加え、太子町では、４月に部長が不在になり、町長選挙が行われるなど、通常にな

い年度の始まりであり、町政運営では皆さん大変な苦労があったことだと思います。 

 全国各地で新型コロナの新規感染者数が急増し、感染爆発、医療崩壊が深刻になって

います。今、国や大阪府、太子町に求められているのは、命を守ることを最優先にした

対応です。ところが、町長が変わったことによる施策の見直しや凍結で、生涯学習施設

建設を待ち望んでいた文化連盟をはじめとする住民の皆さんや観光まちづくりの拠点整

備を待ち望んでいた観光・まちづくり協会、開発チームの皆さんを加えさせました観光

の拠点整備はいまだ仮住まいで、方向性を見いだせていません。 

 ただ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業を使ってのコロナ対策

は、決算を見れば、１年の間にやるべきことができていますけれども、１つひとつの対

策が他の自治体と比べると、決まるまで時間がかかっていました。その遅れが現れたの

がコロナ対策費を予備費扱いした姿勢に現れています。あまり良くないことだとお認め

になっておられましたので、今後こんなことはないと思っていますけれども、命を守る

ことを最優先にした対応に遅れは許されません。国のコロナ対策費を付すのではなく、

太子町の一般会計を使ってのコロナ対策があってもいいのではないでしょうか。 

 学校給食費は、コロナ対策として令和２年度３か月分だけですが無償にいたしました。

また、今年度の２学期、引き続きやっております。町長の選挙公約でもあり、子育て支

援がコロナ対策にもつながっています。ぜひ町の施策としての給食費無償化を急いで進

めてただくよう、お願いをいたします。 

 大雨による災害やコロナ感染症など、危機監理能力が問われる厳しい状況が続くこと

を覚悟し、一層の住民福祉向上のための町政運営を求めまして、反対の討論といたしま

す。 



－１５１－ 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

○山田委員 認定第１号、令和２年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の

立場で討論を行います。 

 本決算は、歳入総額が７０億４千７４２万３千円、歳出総額が６９億７千９３４万６

千円、実質収支は５千４４４万６千円の黒字決算となっています。 

 歳入では、町税のうち市町村民税、固定資産税、軽自動車税については、ほぼ前年度

並みを収入できたものの、たばこ税の減収が影響した結果、町税全体としては５千６４

４万６千円の減収となっています。しかし、国・府支出金や地方交付税の増収のほか、

地方債と基金を活用するなど、財源の確保に努められています。 

 一方、歳出では、新型コロナウイルス感染症対策事業として、特別定額給付金をはじ

め、太子町版生活支援特別給付金や太子町版定額給付金、学校給食無償化など、町独自

の施策も含め、幅広い分野へ１６億５千１７４万円を執行するほか、子ども医療費助成

の対象年齢引上げをはじめ、子ども子育て関連事業、高齢・障がい者福祉事業、健康づ

くり関連事業など、住民の皆様に身近なソフト事業も拡充しつつ、道路や河川などイン

フラの改修、小中学校施設への投資など、安心・安全のまちづくりも推進されています。 

 更に、住民ニーズの高い地域公共交通事業については、２年度事業分として５千７１

５万９千円を投じ、実証運行がスタートしたところです。 

 また、聖徳太子没後１４００年事業への取組や生涯学習施設の工事着手など、限られ

た財源の中、困難な行政課題、多様化する行政需要に対応されたことは、一定評価でき

るものと考えます。 

 今年度においても、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を要する状況ではありま

すが、町の収入を見誤ることなく、少子高齢化社会に対応した財政基盤の構築と住民誰

もが安心して暮らせる持続可能なまちづくりに努められることを要望して賛成討論とい

たします。 

○森田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第１号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立５名・反対２名） 



－１５２－ 

○森田委員長 起立５名、反対２名。 

 賛成多数でございます。よって、認定第１号、令和２年度太子町一般会計歳入歳出決

算認定については、原案どおり認定することに決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件は終了いたしました。 

 よって、これにて委員会を閉会いたします。 

 本日はご苦労さまでした。 

午後 ３時２０分 閉 会 

                                        

太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 
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